
第 ３ 章

平成２２年度事業実績



大 項 目 中 項 目 小 項 目

Ⅰ 生涯にわたる健康づくりの推進

（１）心身の健康を維持、増進するための環境づくりの推進

ア 健康ふくしま２１県民健康づくり運動の推進（健康増進課）

イ

ウ こころの健康づくり（障がい者支援チーム）

エ

（２）　生活習慣病予防の推進

ア-1 たばこ対策の推進（健康増進課）

③ 市町村におけるたばこ対策支援事業

ア-2 歯科保健対策の推進（健康増進課）

イ 保健医療福祉における研修の推進（総務企画課）

（３）　健全な食生活をはぐくむための食育の推進（健康増進課）

② 食育推進事業

③ 特定給食施設管理事業

④ 健康づくり・栄養改善対策

⑤ 栄養表示基準・誇大表示の禁止の指導事業

⑥ 地区組織育成支援事業

（４）　感染症対策（HIV、肝炎、結核、新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ）の推進（感染症予防チーム）

ア 感染症対策の推進

⑥ 予防接種普及事業

イ 結核対策の推進

Ⅱ 誰もが安心できる地域医療の確保

（１）安全･安心な医療サービスの確保

ア 地域医療体制の整備（医療薬事チーム）

　平成２２年度県南保健福祉事務所事業体系

事         業          名

① 市町村健康増進計画策定支援等

② 県南の地域・職域連携推進事業

薬物乱用の防止（医療薬事チーム）

① 薬物乱用防止事業

② 指導取締事業

① ひきこもり・心の健康相談事業

② ひきこもり家族教室

自殺対策（障がい者支援チーム）

① 自殺対策関連事業

① たばこによる健康被害等の情報提供、普及啓発

① 結核健康診断

② 喫煙防止教育支援

① 市町村歯科保健強化推進事業

② ヘル歯ーケア推進事業

① 地域保健福祉活動推進研修

② 福島県地域保健福祉職員研修フォローアップ研修

① 食環境整備事業

③ 結核患者管理事業

④ 結核対策特別促進事業

① 医療安全対策

② 医療機関監視指導事業

③ 医療法等に基づく許認可事務

① 平常時対策

② 感染症患者発生時対策

③ 感染症発生動向調査

④ エイズ等予防対策

⑤ 肝炎治療特別促進事業

② 結核医療事業
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 事         業          名

イ

ウ 難病対策の推進（健康増進課）

エ

（２）医師、看護師等の確保と質の向上（総務企画課）

ア 地域医療体験研修事業

イ

（３）医薬品の有効性・安全性の確保（医療薬事チーム）

ア 医薬分業の適正な推進

イ 医薬品等の適切な使用、安全性の確保

Ⅲ 子育ち・子育てを支える社会の推進

（１）地域全体で子育てを支援する仕組みの構築（児童家庭支援チーム）

ア 子育て支援を進める県民運動

② 「ファミリーフェスタinけんなん　２０１０」

イ　

（２）子どもの健全育成のための環境づくりの推進（児童家庭支援チーム）
① 放課後子どもプラン（放課後児童クラブ）等

（３）子育て家庭の経済的支援（児童家庭支援チーム）
① 子ども手当の支給状況

（４）援助を必要とする子どもや家庭への支援（児童家庭支援チーム）

ア

救急医療体制の整備（医療薬事チーム）

① 初期救急医療体制の整備

② 第二次救急医療体制の整備

③ 県南地域救急医療対策協議会

④ 県中・県南地域メディカルコントロール協議会

① 特定疾患治療研究事業

② 難病在宅療養者支援体制整備事業

③ 遷延性意識障害者治療研究事業

④ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

⑤ 原子爆弾被爆者対策事業

献血者の確保（医事薬事チーム）

① 献血推進事業

③ 毒物劇物による危害の防止

② 移植医療の推進

保健医療福祉の人材確保

① 県南地域子育て支援連絡会議

① 次世代育成支援対策の推進

② 認可保育所の状況

③ 保育対策等促進事業

④ 認可外保育施設の状況

① 医師臨床研修「地域保健・医療」研修

② 実習生に対する教育・実習指導

① 医薬分業の推進

① 薬事監視

② 薬事法等許認可事務

⑤ 地域保育施設助成事業

② 児童環境づくり基盤整備事業

③ 児童福祉（保育関係）行政調査指導

④ 保育所指導監査、認可外保育施設調査

② 多子世帯保育料軽減事業

障がいのある子ども支援、総合療育体制の充実

① のびゆく子ども支援事業

② 市町村における親支援のためのグループミーティング事業運営技術支援

③ 子どもの発達「気づき支援」推進事業

④ 医療援護事業

⑤ 小児慢性特定疾患治療研究事業

多様なニーズに対応した子育て支援サービスの推進
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 事         業          名

イ 子どもの権利擁護の推進

ウ ひとり親家庭の支援

（５）妊娠･出産･育児の一連において充実した保健･医療体制の確保(児童家庭支援チーム）

（６）次代の親を育成するための環境づくりの推進（児童家庭支援チーム）

Ⅳ ともにいきいき暮らせる福祉社会の推進

（１）人格、人権、個性を尊重する社会づくりの推進(総務企画課、高齢者支援チーム)

② ホームページ管理運営事業

③ 老人クラブ活動等事業

（３）生活に希望を持ち、自らの能力を発揮できる地域づくりの推進(高齢者支援チーム）

（４）高齢者を対象とした福祉サービスの充実（高齢者支援チーム）

ア

② 介護保険認定

③ 介護保険法事業者指定

（５）地域生活移行や就労支援など障がい者の自立支援（障がい者支援チーム）

ア-1

ア-2 自立の支援と社会参加の促進

ア-3 障がい者の地域生活移行の促進

イ-1 人権への配慮と医療の確保

① 若者の性の健康「生きいき応援」事業

① 要保護児童対策の推進

① 母子家庭及び寡婦に対する総合的な支援

② 思春期相談事業

① 県南地域保健医療福祉推進協議会

④ 市町村社会福祉協議会指導監査

⑤ 高齢者保健福祉計画等の推進

（２）誰もが人と人とのつながりを感じることができる地域づくりの推進
　　　　　　　（総務企画課、高齢者支援チーム）

② 社会関係及び保健衛生統計調査

③ 市町村地域福祉計画の策定支援

② 社会福祉施設等の施設整備

④ 介護保険指定事業所等の運営指導及び監査

⑤ 老人福祉施設の運営指導及び監査

雇用と就労の促進

① 精神障がい者社会適応訓練事業

① 「いのちの学校」体験事業（次世代交流体験）

① 百歳高齢者知事賀寿事業

健康づくりと介護予防の推進

① 地域支援事業

④ 民生委員・児童委員の活動支援

③ 県南地域生活移行圏域連絡会の設置

④ 障がい者地域移行促進強化事業

① 精神障がい者の措置入院等に関すること

② 精神病院実地指導及び入院者の実地審査

⑤ 精神障がい者地域生活移行支援特別対策事業

② 新生児聴覚検査普及事業

③ 特定不妊治療費助成事業

④ 不妊専門相談等事業

① 先天性代謝異常検査事業

① 精神障がい者福祉ホーム運営事業

② 身体障がい者相談員の配置

③ 知的障がい者相談員の配置

① 県南障がい保健福祉圏域計画の推進
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大 項 目 中 項 目 小 項 目 事         業          名

イ-2 在宅福祉サービスの充実

イ-3 総合療育体制の推進

② 発達障がい児地域療育機能強化事業　

（６）ＤＶ、虐待防止及び被害者等の保護・支援（児童家庭支援チーム、高齢者支援チーム）

③ 高齢者虐待防止ネットワーク体制整備支援事業

（７）生活保護制度の適正実施（生活保護課）

Ⅴ 誰もが安全で安心できる生活の確保

（１）ユニバーサルデザインに配慮した人にやさしいまちづくりの推進(高齢者支援チーム）

① おもいやり駐車場利用制度推進事業

② 「福島県やさしさマーク」交付事業

（２）生活衛生水準の維持向上（環境衛生チーム）
① 生活衛生関係営業施設等の衛生指導事業

② 環境衛生確保対策事業

③ 家庭用品安全対策試買検査

④ ねずみ・衛生害虫等の駆除相談

⑤ 衛生講習会の実施

⑥ 温泉保護対策事業

（３）安全な水の安定的な確保（環境衛生チーム）
① 水道施設等の整備に関する指導

② 水道施設等の衛生指導

③ 飲用井戸水の衛生対策指導

（４）食品等の安全性の確保（食品衛生チーム）  
① 食品営業許可施設等の指導

② 食品の安全対策事業

（５）人と動物の調和ある共生（食品衛生チーム） 
① 管内の畜犬登録及び狂犬病予防注射の実施状況

② 犬に関する苦情処理状況等

③ 飼い犬のしつけ方教室

④ 動物の譲渡事業

⑤ 小学校への獣医師派遣事業

⑥ 動物取扱業における動物適正管理対策

（６）健康危機管理の強化（医事薬事チーム）

ア 災害時医療体制の充実

② 特別障害者手当等の支給事業

③ 自立支援給付費負担金関係事業

④ 福島県地域生活支援事業費補助金

① 重度障がい者支援事業

① 障がい児（者）地域療育等支援事業

① 災害時の救急連絡網の作成・配布　　

② 災害時用の医療資器材の保管管理　　

③ 災害時医薬品等備蓄供給体制の整備

③ 発達障がいサポートコーチ事業

① 女性相談支援事業

② 配偶者暴力相談支援事業

① 生活保護の適正実施

⑤ 福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金
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Ⅰ 生涯にわたる健康づくりの推進

Ⅰ－１）心身の健康を維持、増進するための環境づくりの推進

Ⅰ－１）－ア 健康ふくしま２１県民健康づくり運動の推進

１ 市町村健康増進計画策定支援等

、 。市町村の健康づくりの基本方針である健康増進計画の策定について 支援しました

（１）健康増進計画策定状況（平成２２年度末現在）

策定済み 予定 備 考

白河市 H15年度 H20年度見直し

西郷村 H14年度

泉崎村 ○ H23年度以降策定予定

中島村 ○ H23年度以降策定予定

矢吹町 H21年度

棚倉町 H17年度

矢祭町 H21年度

塙 町 ○ H23年度策定予定

鮫川村 H21年度

（２）健康増進事業等技術的助言

（根拠）平成２２年度健康増進事業技術的助言実施方針

市町村が実施する健康増進事業（健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康

診査、機能訓練、訪問指導の保健事業及びがん検診や肝炎ウィルス検診等）の円

滑な実施のため、市町村に対して助言等を行いました （参照資料編 表１）。

平成21年度 白河市・西郷村・矢祭町・塙町

平成22年度 泉崎村・中島村・鮫川村

２ 県南の地域・職域連携推進事業

地域保健と職域保健が連携し、生涯を通した継続的な保健サービスを提供する体制

の整備を図りました。

（１）県南の地域・職域連携推進協議会の開催

第１回 平成２２年７月３０日 参加２３人

第２回 平成２３年２月２２日 参加２６人

（２）県南の地域・職域連携推進協議会事業の実施

① 健康情報の普及啓発

・ 職場の健康づくりガイドライン」概要版の配布及び市町村・関係機関等広「

報紙等による情報提供

・ 職場の健康ニュース№２」の作成「

② 連携推進のための支援

・ 健康サポーター養成事業」フォローアップの実施「

矢祭町で延６回及び７２人参加 新規５名認定（総認定者数２１名）

・平成２１年度養成「健康サポーター」の活動支援

活動支援回数：２名（２事業所）に対し延べ４回

※ 平成１９年度から矢祭町の民生児童委員や保健推進員を対象にして、うつ

病や自殺予防に関する「こころのふれあいセミナー」を開催し、こころの健

康の人的ネットワークづくりを実施した。さらに、平成２１年度からは保健

推進員等を対象として、こころの健康・栄養・歯科・禁煙等を学習する機会

を設け 「健康サポーター」の育成に取り組んだ。、



- -36

・ 職場の健康づくりを支援します！事業」の実施「

実施回数：２事業所に対し延べ５回

・健康づくり体制整備の推進

各構成機関の役割の検討と徹底を図るとともに各構成機関における相談窓

口体制の充実に努めました。

Ⅰ－１）－イ 薬物乱用の防止

１ 薬物乱用防止事業

薬物乱用の低年齢化が進行していることから、若年層に重点を置いた啓発事業を展

開し、薬物乱用防止教室への講師派遣、薬物乱用防止スクールキャラバンカーによる

小学校巡回指導及びヤング街頭キャンペーンによる啓発を実施しました。

（１）薬物乱用防止教室（出前講座）による講師派遣

（根拠）県南保健福祉事務所「出前講座」実施要領

■薬物乱用防止教室講師派遣状況

実施校 受講者数

小学校 0校 0人

中学校 6校 902人

高 校 3校 615人

その他 1校 62人

計 10校 1,579人

（２）薬物乱用防止スクールキャラバンカーによる小学校巡回

（根拠）薬物乱用防止啓発用スクールキャラバンカー訪問事業実施要領

県教育委員会及び各市町村教育委員会の協力を得て、財団法人麻薬・覚せい剤乱

用防止センタ－所有のスクールキャラバンカーを招聘し、県南地域の小学校を対象

に１１月１、２、４、５日、１２月１日の５日間、訪問事業を実施しました。

■訪問事業実施数の推移

年度 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

（校） 11 9 10 10 10実施数

587 363 372 425 380受講生徒数（人）

（３ 「ダメ。ゼッタイ 」普及運動による啓発活動） 。

（根拠 「ダメ。ゼッタイ 」福島県普及運動実施要綱） 。

覚せい剤・シンナー等の薬物乱用を防止するため、保護司・民生児童委員・薬剤

師からなる各地区薬物乱用防止指導員協議会（白河地区指導員28名・東白川地区指

導員25名 、高校生及びボランティア団体の協力を得て街頭キャンペーンを行い、）

地域に根ざした薬物乱用防止啓発活動を実施しました。

地区名 白 河 地 区 東 白 川 地 区

開催日・場所 22年7月3日(土)・白河市 22年7月2日(金)・棚倉町

（４）薬物乱用防止指導員協議会の育成指導

（根拠）福島県薬物乱用防止指導員活動要領

地域や団体等における啓発を図るため、薬物乱用防止指導員に対する研修会を開

催し、活発な自主活動の展開に向けての技術的な支援を行いました。

ア 研修会への講師派遣

薬物乱用防止指導員協議会 薬物乱用防止指導員協議会協議会名 白河地区 東白川地区

開催日 22年6月1日(火) 22年6月2日(水)
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イ 研修会の開催

平成２３年 ２月１８日（水） サンフレッシュ白河

薬物乱用防止指導員・教職員を対象に研修会を開催しました。

・県南地区における少年の非行と薬物乱用の実態について

講師 白河警察署職員

・平成２２年度薬物乱用防止中堅指導員研修会参加報告

県南保健福祉事務所職員

・講演「薬物乱用はダメ。ゼッタイ。～大麻汚染の現状～」

県保健福祉部薬務課職員

福島県精神保健福祉センター主催）ウ アディクション（薬物）フォーラムの参加（

平成２２年１２月３日（水） 福島市子供の夢を育む施設「こむこむ」

・体験談発表「回復者からのメッセージ」

磐梯ダルク、ＮＡ、断酒会、ＧＡ

（５）各種運動の実施

ア 不正大麻・けし撲滅運動の実施（5月15日～7月31日）

（根拠）不正大麻・けし撲滅運動実施要綱

啓発活動を行うとともに不正大麻・けしのパトロール等により発見した不正け

し・大麻を抜去しました。

・抜去本数 けし ６，２１８本（１５件）

大麻 ３０本（１件）

イ 麻薬、覚せい剤乱用防止運動の実施（10月1日～11月30日）

（根拠）麻薬・覚せい剤乱用防止運動実施要綱

関係機関にポスター、リーフレットを配布し、本運動の普及を図りました。

２ 指導取締事業

（１）麻薬取扱者指導取締事業

（根拠）麻薬及び向精神薬取締法、監視業務指針他

麻薬及び向精神薬取締法等に基づき、麻薬取扱施設の監視指導を行いました。

・立入検査 ４０件

平成23年3月31日現在■麻薬取扱者数

合計麻薬卸売業者 麻薬小売業者 麻薬施用者 麻薬管理者 麻薬研究者 麻薬施用施設

3 33 16 1 82 293158

（２）覚せい剤等取扱者指導取締事業

（根拠）覚せい剤取締法、監視業務指針他

覚せい剤取締法に基づき、覚せい剤取扱施設の監視指導及び事務処理を行いまし

た。

・立入検査 ７４件

平成23年3月31日現在■覚せい剤取扱者数

施用機関 研 究 者 原料研究者 原料取扱者 合 計

0 0 1 155 156※

※病院・一般診療所・薬局（１５１）含む

（３）向精神薬取扱者指導取締事業

（根拠）麻薬及び向精神薬取締法、監視業務指針他

麻薬及び向精神薬取締法等に基づき、向精神薬取扱施設の監視指導を行いまし

た。

・立入検査 ９７件
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平成23年3月31日現在■向精神薬取扱者数

製造製剤業者 試験研究施設 みなし業者 計

0 2 223 225※

※病院・一般診療所・歯科診療所・薬局（２２３）含む

（４）麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬免許等事務

（根拠）麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法等に基づき、向精神薬取扱施設の監視指導を行いまし

た。

ア 麻薬免許事務件数

・免許申請 １２１件（再交付含む） ・免許証記載事項変更届 １９件

・業務廃止届 ２９件

イ 麻薬廃棄届

・麻薬事故届出 ４件 ・調剤済麻薬廃棄届 ５９件

・麻薬廃棄届 ８件

（５）覚せい剤取締法に基づく覚せい剤取扱指定等事務

ア 覚せい剤取扱指定事務件数

・覚せい剤原料取扱者指定 １件

イ 覚せい剤等廃棄届

・覚せい剤原料廃棄届 ３件

Ⅰ－１）－ウ こころの健康づくり

１ ひきこもり・心の健康相談事業

（根拠）福島県精神保健相談・訪問指導要領

心の悩みや不安、アルコール、自殺に関することなど様々な心の問題に対して、

の健康相談窓口を設置し、精神科嘱託医が相談に応じるとともに、精神疾患の早期

治療の促進、精神障がい者の福祉的援助を行いました。

ひきこもりの状態にある本人または家族の相談窓口を、心の健康相談窓口に併せ

て設置し、疾患と社会的ひきこもりを判別し、対応のあり方についての指導と早期

回復に向けての継続的な支援を行うとともに、家族等を必要に応じてひきこもり家

族教室に紹介しました。

相 談 人 数 （ 人 ）

相 談 区 分 開 催 回 数 うち ひきこもり相談

実 人 数 延 人 数 実 人 数 延 人 数

8 8 3 3心の健康相談 ＊ ９

59 113 3 4その他来所相談 随 時

14 42 0 0所外相談 随 時

93 452 4 6電話相談 随 時

0 2 0 2文書相談 随 時

19 61 0 0家庭訪問 随 時

計 10 13193 676

注１）＊精神科医による相談

注２ 「相談人数」の「実人数」について、１人の相談者が２種類以上の「相談区）

分」で相談実績がある場合（ .その他来所相談＆電話相談 、本当の実人数をex ）

把握するため一番上の相談区分（ .その他来所相談）のみに計上している。ex
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２ ひきこもり家族教室

（根拠）福島県心の健康サポート事業実施要綱

ひきこもりの状態にある者の家族等が、ひきこもりに関する基本的な知識や対応

の心構えを学んだり、家族の悩み等を共有できる場を設け、家族の精神的安定を図

るとともに、家族の相互援助的な力を回復・強化し、家族と本人の関係を築き直す

機会につなげました。

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

開催回数 ６回 ６回 ７回

参加実人数 １２人 ８人 １３人

参加延人数 ３４人 ２４人 ３２人

対象者：２０歳代から３０歳代の青年期を中心とした「ひきこもり」の状態にあ

る者の家族等で、かつ県南保健所が主催する「心の健康相談」等の相談

を受けた者。

Ⅰ－１）－エ 自 殺 対 策

１ 自殺対策関連事業

（根拠）福島県自殺対策推進行動計画

自殺者の減少に向けて「福島県自殺対策推進行動計画」に基づき、自殺予防に関

する普及啓発の推進、地域の人材育成、市町村の自殺対策への支援等を実施しまし

した。

（１）自殺予防セミナーの開催

自殺に至る要因の認識とその事前対処方法や普及を啓発するため、自殺予防セミ

ナーを開催しました。

開催日・場所 主 な 内 容 対象者 参加者数

平成22年9月12日 日 １ 講演「お酒と心の健康～アルコール依存症が引 一般住民（ ）

14 00～16 30 き起こす病～」 自 殺 予 防: :
サンフレッシュ白河 講師 医療法人落合会 東北病院 関 係 者 、 ５０人

診療部長 佐久間寛之氏 精 神 保 健

２ 体験発表「アルコール依存症から回復して」 福 祉 関 係

発表者 矢吹断酒新生会会員、 会員講演 者AA

（２）自殺対策緊急強化基金事業

（根拠）福島県自殺対策緊急強化基金事業実施要綱

現下の厳しい経済情勢を踏まえ、平成２４年度までの特別対策として、自殺者

数の減少を図るため、追い込まれた人に対する相談体制の整備や人材育成等によ

り、地域における自殺対策の強化を推進しました。

ア 普及啓発事業

一般住民に対して、自殺やその要因の一つとしてあげられているうつ病に関す

る正しい知識や各種相談窓口の普及を実施するため、自殺予防街頭キャンペーン

を実施しました。
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開 催 日 時 場 所 主な内容 資料等配布数 備 考

平成22年9月2日 木 ヨークベニマルメガステージ白 啓発資料の配 ８００部 白河市と共催（ ）

、 、16 00～17 15 河店、ベイシア白河モール店 付 呼びかけ: :
平成23年3月8日 火 イオン白河西郷店 のぼり旗設置 ５００部 西郷村と共催（ ）

10 00～11 30: :

イ 市町村人材育成事業

自殺の徴候を発見し、自殺を予防する人材を育成するため、自殺予防に関わる

地域の関係者に対して、研修会を開催しました。

開催日・場所 主 な 内 容 対象者 参加者数

平成22年11月5日(金) 講演「アルコール依存症の本人とその家族への対応 市 町 村 職

13 30～16 30 について」 員 、 地 域 ６４人: :
サンフレッシュ白河 講師 アスクヒューマンケア研修相談センター 包 括 支 援

所長 水澤都加佐 氏 セ ン タ ー

職 員 、 精

神 保 健 福

祉 関 係 者

等

平成22年12月22日(水 １ 講演「パーソナリティー障害とその対応」）

13 00～15 00 講師 精神保健福祉センター 〃 ７３人: :
所長 畑 哲信 氏サンフレッシュ白河

２ 事例検討

平成23年2月15日 火 １ 講演「アルコール依存症の対応について」 民 生 児 童（ ）

13 30～15 30 講師 医療法人落合会 東北病院 委員: :
サンフレッシュ白河 診療部長 佐久間寛之 氏 ８５人

２ 体験発表「アルコール依存症から回復して」

発表者 矢吹断酒新生会会員、 会員AA

ウ 市町村自殺対策緊急強化支援事業

（根拠）福島県自殺対策緊急強化基金事業補助金交付要綱

地域における自殺対策を緊急に強化するため必要な経費を交付し、地域の実

情を踏まえて自主的に取り組む市町村の活動を支援するため、補助金を交付し

ました。

・補助金交付市町村数 8市町村

・補助金交付額 4,175,188円

エ 家族のためのうつ病教室

うつ病で治療中の方の家族に対して、うつ病の基礎知識や対応方法の基本など

の必要な情報を伝えるとともに、自身の健康に目を向ける機会や家族同士の気持

ちを分かち合う場を提供することにより、家族の支える力を高めることを目的と

して開催しました。
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開催日時 主な内容 対象者 参加者数

平成22年12月15日(水 １ 講演「うつ病に関する医学的基礎知識」 家 族 に う）

13 30～15 30 講師 ありがクリニック 院長 有賀清 氏 つ 病 で 治 ５人: :
２ 家族交流会 療 中 の 方

〃 12月24日 金 １ 講演「うつ病の方への対応方法１」 がいる方（ ）

13 30～15 30 講師 臨床心理士 小野咲子 氏 ５人: :
２ 家族交流会

平成23年1月14日 金 １ 体験発表「うつ病を体験して伝えたいこと」（ ）

13 30～15 30 発表者 うつ病体験者 ５人: :
２ 家族交流会

〃 1月26日 水 １ 講演「うつ病の方への対応方法２」（ ）

13 30～15 30 講師 臨床心理士 小野咲子 氏 ５人: :
２ 家族交流会

（３）市町村自殺対策担当者会議

管内市町村の自殺対策の推進を図るため、自殺対策に関する情報提供、県・市

町村の情報交換等を実施しました。

ア 日 時 平成22年6月14日（月）13 30～15 50: :
イ 場 所 県南保健福祉事務所 会議室

ウ 参集者 管内自殺対策主管課長等

エ 内 容 自殺者の現状について

研修会報告

平成22年度福島県の自殺対策について

平成21年度自殺対策事業結果と平成22年度の計画について

意見交換・情報交換

Ⅰ－２） 生活習慣病予防の推進

Ⅰ－２）－ア－１ たばこ対策の推進
（根拠） 健康増進法第25条

「健康ふくしま２１計画」の重要課題である喫煙対策について、成人の喫煙率の減

少、未成年者の防煙に重点を置いた対策を推進しました。

１ たばこによる健康被害等の情報提供、普及啓発

世界禁煙デー・禁煙週間・歯の衛生週間等において、ポスターの掲示及び普及啓

発用チラシを配布しました。

２ 喫煙防止教育支援

出前講座で講師派遣

対 象 回 数 人 数

小・中学校 ８回 １，００７

その他 １回 ６３

３ 市町村におけるたばこ対策支援事業

（１）市町村におけるたばこ対策に関する調査

①公共施設における分煙化実態調査 (参照資料編 表２)
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②母子保健事業時における喫煙実態調査

母子健康手帳交付、３・４か月児健康診査、９・１０か月児健康診査、１歳６

か月児健康診査、３歳児健康診査における乳幼児の母親の喫煙率１３．５％と家

族の喫煙率６６．２％を把握しました。

（２）市町村たばこ対策担当者会議

開 催 日 内 容 参 加

平成22年10月29日 (報告)管内の受動喫煙防止の現状

・母子保健事業時の喫煙調査結果 ９市町村

・官公庁・学校・医療機関の全面禁煙状況

・禁煙支援医療機関

Ⅰ－２）－ア－２ 歯科保健対策の推進

１ 市町村歯科保健強化推進事業

（根拠）市町村歯科保健強化推進事業実施要綱

市町村の地域特性に応じた支援を行うために、歯科保健情報システムの活用によ

り市町村歯科保健支援体制検討会及び地域歯科保健推進研修会を開催し、歯科保健

情報体制の構築を図りました。

（１）歯科保健情報システムの運用

市町村の歯科保健に関する情報について、集計、分析を行い、市町村歯科事業評

価及び計画を支援しました。 （参照資料編 表３）

（２）市町村歯科保健強化推進事業

、 。管内の乳幼児のむし歯り患率低減を図るために 研修会と検討会を開催しました

開催日等 内 容 参 加 者

【研修会】 講演「子ども達の健康を守るために」 １８人

平成22年12月21日 ～たばこの煙を防ごう～ 市町村担当者、

白河市表郷クリニック 保育所及び幼稚

村松康成院長 園等学校関係者

歯科衛生士等

【検討会】 ・平成21年度歯科保健情報システム報告 １２人

平成22年10月 4日 ・福島県幼児歯科健康診査マニュアルにつ 市町村担当者、

いて 歯科医師、歯科

衛生士等

（３）歯周疾患予防出前セミナー

生涯にわたって自分の歯で食べるために、働きざかりの歯周疾患予防セミナーを

事業所等４カ所・延べ４０人に実施しました。

２ ヘル歯ーケア推進事業

（根拠）ヘル歯ーケア推進事業実施要領

生涯を通した歯の健康づくりを推進するため、在宅療養者らに対し口腔保健指導を

行うとともに、施設等の保健担当者への助言指導を行いました。

（１）施設入所者口腔保健指導

施 設 等 回数 延人数

西郷養護学校 ２ ８２

ほっとアクト ３ ９

合計 ２か所 ５ ９１
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（２）在宅療養者口腔保健指導

所 内 相 談 １０人

そ の 他 ７人

Ⅰ－２）－イ 保健医療福祉における研修の推進

１ 地域保健福祉活動推進研修

（根拠）地域保健福祉活動推進研修実施要領

市町村及び関係機関等において地域保健福祉事業及び活動に従事する関係者の資

質の向上を図り、地域保健福祉対策が推進することを目的に開催しました。

① 特定健康診査・保健指導関連研修

・開 催 日：平成２２年６月２８日外２日

・講 演： 医療改革による保健活動の変革と特定保健指導の実際」ﾊﾟｰﾄ1「

（講師：元茨城県潮来市役所保健師）

「医療改革による保健活動の変革と特定保健指導の実際」ﾊﾟｰﾄ2

（講師：元茨城県潮来市役所保健師）

「管内の特定健診・特定健康指導の現状と医療費から見える課題」

（講師：福島県国民健康保険団体連合会主任保健事業専門員）

・情報提供： 管内の特定健康診査･特定保健指導の実施状況」「

「特定健診・特定保健指導の実施結果について」

・参加者数：延べ８４人（市町村担当者）

② 感染症予防対策研修

・開 催 日：平成２２年１２月１６日

・講 演： 感染症における接触感染のコントロールについて」「

（講師：宮城県立がんセンター職員）

・実 習： 感染対策まちがい探し」「

（講師：県南保健福祉事務所職員）

・参加者数：１６３人

③ 県南地域子育て支援者研修

・開 催 日：平成２３年１月２４日

・講 演： 子どもの発達と支援者の役割」「

（講師：国際医療福祉大学職員）

・グループワーク： 発達障害のある子とその家族への支援」「

（アドバイザー：国際医療福祉大学職員）

・参加者数：６２人

④ 難病患者の口腔機能向上研修

・開 催 日：平成２３年２月３日

・講 義： 地域における医療と介護の一体的提供 歯科の役割」「

（講師：内藤歯科医院歯科医師）

・講 義： 地域で支える食べる楽しみ」「

（講師：緑桜会 東のいずみ・緑が丘さくら診療所歯科医師）

・情報提供： 歯科医療機関口腔機能サービス情報」の紹介「

・参加者数：５１名

２ 福島県地域保健福祉職員新任研修フォローアップ研修

（根拠）平成２２年度福島県地域保健福祉職員新任研修フォローアップ研修要項

新任研修受講半年後における研修成果を再確認し、保健福祉行政職員として期待

される役割を果たす能力を確実に身につけるため研修会を開催しました。
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・開 催 日：平成２２年１２月１３日

・演 習： 面接技法の向上のために」「

（講師：財団法人金森和心会針生ヶ丘病院職員）

・事例研究

・参加者数：２５人（県中、県南管内市町村職員及び県職員）

Ⅰ－３） 健全な食生活をはぐくむための食育の推進

１ 食環境整備事業

（根拠 「健康ふくしま２１計画」推進食環境整備事業実施要綱）

健康に配慮した食事や環境の提供、健康づくりのための情報発信ができる飲食店

等を通して、住民が安心して外食を楽しめる食環境の整備を図っています。

（１ 「うつくしま健康応援店」）

①メニューの栄養成分表示

②栄養・健康情報の提供

③ヘルシーメニューの提供

④禁煙・分煙の実施

平成20年度 平成21年度 平成22年度

新 規 登 録 １３ １０ ８

年度末登録 ５５ ６５ ７３

（２）健康づくり講座 回数：１回 参加人数：１１人

（３）うつくしま健康応援店に対するインタビュー調査

望ましい食環境の推進及び健康応援店事業の充実のため、現在の応援店制度や健

康づくりに関するサービスについて、どのように考えるかを把握するためのインタ

ビュー調査を管内の６店舗対象に実施しました。その結果、様々な意見や事業に関

する新しいアイディアやヒントを得ることができました。

２ 食育推進事業

生涯にわたって健全な食生活を実践し、食を通して心豊かに生活できる社会を目

指すため 「おいしくイキイキ食育プラン～福島県食育推進計画」に基づいた食育、

を推進しています。

（１）市町村食育計画策定支援

市町村の食育推進計画策定状況（ 22年度末現在）H
策定済み 策定予定 予定なし

３ 矢吹町・矢祭町・鮫川村 ２ 白河市・塙町 ４（ ） （ ）

（２）未来（ゆめ）づくり食育計画作成支援研修会

幼児・児童生徒の望ましい食習慣の定着を目指し、食育事業を実施しました。

開催日 場 所 参加人数 対 象 者

H22年8月 6日 サンフレッシュ白河 ５７ 幼稚園・保育所職員、市

町村担当者等

（３）食事バランスビンゴカード普及講習会

開催日 場 所 参加人数 対 象 者

H22年 5月19日 矢吹町保健福祉センター １６ 食生活改善推進員

H22年 5月19日 サンフレッシュ白河 ７０
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３ 特定給食施設管理事業

（根拠）健康増進法第２０条

継続的に食事を提供する施設のうち、栄養管理が必要な施設に対し指導を実施し

ました。

■特定給食施設数

平成20年度 平成21年度 平成22年度

特 定 給 食 施 設 ７０ ６９ ７１

小規模特定給食施設 ４２ ４２ ３９

計 １１２ １１１ １１０

（１）特定給食施設等に対する指導

（根拠）健康増進法第１８条第１項第２号

健康増進に果たす給食の役割について理解を深めるとともに、給食運営等に関

、 、 。する情報提供を目的に 給食施設設置や管理者 給食従事者へ指導を行いました

特定給食施設講習会 平成20年度 平成21年度 平成22年度

開 催 回 数 ３ ３ ４

参 加 延 人 数 １７１ ２０１ ２０２

参 加 延 施 設 数 １４６ １７０ １５７

巡 回 指 導 平成20年度 平成21年度 平成22年度

実 施 施 設 数 ７２ １０９ １１０

（２）災害時における栄養・食生活支援事業

災害時の栄養・食生活支援体制を検討するため、１日２食以上を提供する特定給

食施設に対して実態調査を実施するとともに、栄養管理担当者による検討会を開催

しました。

①実態調査

対象数 回答数

特定給食施設 ３７ ３７

②検討会の開催

開催日 内 容 参加者数

平成23年2月 8日 先駆的事例発表と実態調査に基づく課題解決のた

めの方策の検討 ７人

③報告会の開催

開催日及び場所 内 容 参加者数

平成23年2月25日 災害時に備える給食施設の体制整備について ７２施設

ｻﾝﾌﾚｯｼｭ白河 ７６人

４ 健康づくり・栄養改善対策

（１）健康づくり・栄養改善指導

（根拠）健康増進法

健康づくり及び栄養に関する指導について、特に栄養面からの面接指導・集

団指導・電話等で指導を行いました。

個別指導 ８６回 延 ８９人

集団指導 ６回 延 ７９人

（２）国民健康・栄養調査事業

（根拠） 健康増進法 第１０条

健康増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、身体状況・栄養摂取量

及び生活習慣の状況を明らかにするため指定地区において実施しました。
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・調査時期：平成２２年１１月

・対象地区：白河市金勝寺地区（２５世帯５９人）

・実施数 ：１９世帯４７人

ア 身体状況調査 ２７人

イ 栄養摂取状況調査（世帯毎） １９世帯

ウ 生活習慣調査（２０歳以上） ３９人

（３）市町村栄養改善事業の支援事業

市町村の栄養改善事業を支援するため、個別指導や集団指導を行いました。

個別指導 １０回 延 １０人

集団指導 ２回 延 ２３人

（４）管理栄養士・栄養士指導事業

（根拠）栄養士法第２条

免許の申請、名簿訂正及び書換え、再交付等の事務を実施しました。

項 目 H20年度 H21年度 H22年度

管理栄養士申請書等進達事務 １２件 ８件 ６件

栄養士申請書等進達事務 ２５件 ２８件 １４件

管理栄養士国家試験等の事務指導 ７件 ８件 １７件

窓口相談等 ２８件 ３１件 ２０件

５ 栄養表示基準・誇大表示の禁止の指導事業

（根拠）健康増進法第３１条及び３２条の２

販売する食品の栄養表示及び広告、その他の表示について指導を行いました。

項 目 平成20年度 平成21年度 平成22年度

栄養表示等相談および指導 ３６件 ２２件 １５件

６ 地区組織育成支援事業

地域ボランティアの積極的な活動を推進するため、市町村が行う食生活改善推進員

の育成及び活動を支援しました。

・県南地区食生活改善推進員連絡協議会

加入市町村： 白河市・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村

推 進 員 数： １５９人（ 22年度末）H
・支援状況

個別相談 ２４回・ ２６人

集団指導 ３回・１３４人

Ⅰ－４） 感染症対策（HIV、肝炎、結核、新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ）の推進

Ⅰ－４）－ア 感染症対策の推進

１ 平常時対策

（根拠）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）

感染症に関する正しい知識の普及、情報の収集・分析や公表、人材の養成・資質

の向上、感染症発生時の医療提供体制の整備等を行いました。
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（１）新型インフルエンザ（高病原性鳥インフルエンザ）対策研修会

新型インフルエンザ発生時に速やかに対応し、感染拡大防止を図るために保健

所内の体制と対応等について、研修を実施しました。

・開 催 日：平成２２年５月１４日、５月１７日

・場 所：県南保健福祉事務所 会議室

・出席者数：県南保健福祉事務所職員 ５５人

・内 容：感染予防策について

個人防護具着脱訓練 他

新型インフルエンザ対策事業（２）

新型インフルエンザ発生時に速やかに対応し、感染拡大防止を図るために訓練や緊

急時の対応に備えるため、関係団体による連絡会議を開催し、医療体制の確保等に

ついて協議を行いました。

①対応訓練事業

第１回 平成２２年５月１４日（金） 県南保健福祉事務所職員 36名

第２回 平成２２年５月１７日（月） 19名〃

第３回 平成２３年２月２２日（月） 当所獣医技師及び

県南地方振興局職員 5名

②新型インフルエンザ対策県南地域医療会議

第１回 平成２２年１１月２６日（金）

第２回 平成２３年 ２月 １日（火）

（３）県南地域感染制御ネットワーク支援事業

県南地域の社会福祉施設（高齢者施設、児童福祉施設、障がい者施設等 、医療機関）

及び教育委員会を対象に感染症に関する情報を定期的に提供した。また、各施設毎の

課題等の情報交換を行い、施設毎に感染症発症時の対策が図れるよう支援するととも

に研修会を通して、各施設の職員の感染症予防対策のさらなる向上を図りました。

①県南地域感染症情報共有システムの構築

○平成２２年６月より毎月１回程度（情報提供が必要な事態が発生した場合

） 。は随時 感染症情報を対象施設にメールやファックスにより送信しました

(204か所）

平成２２年度は、定期7号と臨時11号まで、計１８回発信しました。

○また、双方向での共有システムを目指して、１１月に 「県南地域感染症情、

報に関するアンケート調査」を実施するとともに｢感染症情報連携シート」

（福島県簡易申請システムを利用）の活用を開始しました。

②県南地域感染制御ネットワーク支援研修会の開催

開催日時：平成２２年１２月１６日（木）１５ ００～１７：００:
開催場所：白河地域職業訓練センター 講堂

研修内容： 福祉現場の感染対策」について「

実習「感染対策まちがい探し」

講 師：東北感染制御ネットワークベストプラクティス部会メンバー

宮城県立がんセンター 医療安全管理室 菊地 義弘先生

参加者数：１６３人

配付資料：県南保健所作成「手洗い方法の手順」の貼付パネル 他
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（４）感染症に関する研修会の開催

①つつが虫病研修会

開催日時：平成２３年 ３月 ９日（水）１９：００～２０：３０

開催場所：県南保健福祉事務所会議室

研修内容：報告「県南地域におけるつつが虫病の現状について」

講話「つつが虫病の診断と治療について」

参加者数：４８名

２ 感染症患者発生時対策

（根拠）感染症法

（１）疫学調査の実施

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」は、平成２０年

に一部改正され、対象感染症及び類型が変更になりました。

法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出基準等の一部改正」がまた、当該

平成23年1月24日交付され、次の感染症が追加されました。

・ チクングニア熱」を第四類感染症に追加（23.2.1施行）「

」 （ ）（ ）・｢薬剤耐性アシネトバクター を第五類感染症に追加 定点医療機関 23.2.1施行

この法に定められた指定感染症及び１～４類感染症の患者が発生した場合や、

５類感染症等に係る感染症発生動向調査において通常と異なる傾向が認められた

場合には、積極的疫学調査を実施し、地域における詳細な流行状況の把握や感染

源及び感染経路の究明を図りました。

また、接触者等に対して健康診断を行い、二次感染の防止に努めました。

（ ）参照資料編 表４

平成２２年度内訳

結核 １５件 つつが虫病 ３０件 Ａ型肝炎 １件

水痘 １件 感染性胃腸炎 １件

インフルエンザ（集団発生） ４件

年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

実施件数 2件 6件 85件 50件

３ 感染症発生動向調査

（根拠）福島県結核・感染症発生動向調査事業実施要綱

（１）感染症患者届出状況・全数把握

医師が感染症法に定められた疾病であると診断し届出が行われた場合は、その

感染症に係る発生状況等を正確に把握・分析し、その結果を住民や医療関係者へ

的確に提供・公開しました。

単位：件■全数把握報告数

年 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 平成２２年内訳新型インフ

２類 結核 11件ルエンザ等

１８ 0 0 5 16 0 ３類 なし 0件

１９ 0 14 1 14 1 ４類 つつが虫病 29件

２０ 0 18 0 20 2 ５類 アメーバ赤痢 1件

２１ 0 15 3 38 6 14 1件後天性免疫不全症候群

２２ 0 11 0 29 2
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（２）感染症患者報告状況・定点把握

感染症発生動向調査指定届出機関から、管内における患者情報及び病原体情報を

収集しました。

、 、 。また 医師会等の関係機関に対して 感染症に関する情報を解析・提供しました

単位：件■定点把握疾患別報告数（平成２２年）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計10月 11月 12月

388 126 22 9 0 0 0 0 17 1 5 52 620インフルエンザ

RSウイルス感染症 48 40 20 11 13 6 2 4 1 7 4 14 170

咽頭結膜熱 0 0 2 1 0 2 5 1 1 0 2 1 15

9 17 5 2 12 7 6 2 2 6 10 14 92Ａ群溶血性ﾚﾝｻ球菌咽頭炎

感染性胃腸炎 148 134 171 109 150 142 49 19 22 37 49 233 1263

水痘 11 27 16 22 43 38 33 22 3 18 42 107 382

手足口病 4 2 6 3 10 27 66 21 15 22 4 3 183

伝染性紅斑 0 0 0 1 2 0 11 5 2 3 4 0 28

突発性発しん 6 8 9 6 3 9 15 16 12 10 9 11 114

百日咳 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 1 91 69 16 2 2 2 183

流行性耳下腺 27 18 16 20 17 18 24 20 22 25 48 92 347

急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

流行性角結膜炎 3 0 0 0 3 2 2 3 5 7 10 6 41

＊細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クラミジア肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*

性器ｸﾗﾐｼﾞｱ感染症 1 1 5 5 1 5 3 1 0 2 3 3 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0性器ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ感染症

尖圭コンジローマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

淋菌感染症 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ペニシリン耐性肺炎

球菌感染症

2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ

球 菌 感 染 症

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0薬剤耐性緑膿菌感染症

＊脳膜炎細菌髄膜炎は、除く。

オウム病は除く。*

４ エイズ等予防対策

（根拠）福島県ＨＩＶ抗体検査実施要領

福島県肝炎ウイルス検査実施要領

（１）エイズ等相談・ＨＩＶ抗体・肝炎ウィルス検査事業

平成５年度からエイズ相談・ 抗体検査を実施していますが、平成９年度かHIV
らは、夜間も月２回の 抗体検査を実施しています。HIV

また、平成１３年度からは 検査を、平成１４年度からは 抗原検査もHCV HBS
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実施しています。

単位：件■相談・検査実施件数

S Sエイズ相談件数 HIV抗体検査 HCV・HB HCV HB

年度 ( )は夜間検査 相談 検査 抗原

男 女 計 男 女 計 検査

17 89 23 112 26 5 31(9) 10 2 2

18 97 47 144 25 11 36(12) 6 0 0

19 61 50 111 16 21 37(11 568 155 155）

20 77 41 118 25 17 42 20 86 17 17（ ）

21 81 45 126 18 11 29 8 47 21 21（ ）

22 49 28 77 9 9 18(3) 15 3 3

（※平成 年度及び平成 年度は、フィブリノーゲン製剤の納入先医療機関名16 19
の公表に伴い、 検査等の相談件数が増加しています ）HCV 。

：ヒト免疫不全ウイルス ：Ｃ型肝炎ウイルス ：Ｂ型肝炎ウイルス抗原HIV HCV HBs

（２）エイズ等予防啓発事業

ア エイズ予防出前講座

エイズや性感染症に関する正しい理解を図り、エイズ・性感染症の予防と患

者・感染者への差別・偏見の解消について考える機会として健康教育を行いま

した。

単位：回又は人■エイズ等予防出前講座の実施状況

20年度 21年度 22年度

回 数 参加者数 回 数 参加者数 回 数 参加者数

小学校 0 0 0 0 0 0

中学校 0 0 1 30 0 0

高校 3 138 1 120 1 120

その他 5 204 3 54 2 55

計 8 342 5 204 3 175

イ 世界エイズデー関連事業

① 保健所職員及びボランティアで、朝の通勤・通学者に対し、エイズに関す

る正しい知識と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を図るため、啓発を

行いました。

・実施日：平成２２年１２月１日（水）

・場 所：白河駅前 啓発資材 400部配付

新白河駅前 350部配付

② 県立高校(4校)及び看護学校(2校)に対し学校を通じて全校生徒・学生へ啓

エイズに関する正しい知識、レットリボンの意味、検査の受発資材を配付し、

け方に関する啓発を行いました。

啓発資材を配付数 県立高校(4校) 2640個

看護学校(2校) 140個

５ 肝炎治療特別促進事業

（根拠）福島県肝炎治療特別促進事業実施要領

Ｂ型及びＣ型肝炎について、肝硬変・肝がん等への進行予防および肝炎治

療を推進するため、インターフェロン治療患者並びにＢ型慢性肝疾患の核酸

アナログ製剤治療患者の経済的負担の軽減と受診機会の拡大を図りました。

・対象医療：Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス除去を目的とするインターフェロン



- -51

治療で、保険適用となっているもの （医療費助成）。

Ｂ型慢性肝疾患の核酸アナログ製剤治療で保険適用となっているもの。

（医療費助成）

・助成期間：同一患者について１年間。

（延長規程､2回目の制度利用規程有り､アナログ製剤治療に関しては助成

期間の更新有り)

肝炎治療特別促進事業受給者証発給状況

・申請件数 ：６１件

インターフェロン治療（Ｃ型）３２件

核酸アナログ製剤治療（Ｂ型）２９件

・受給者証発給数：６１件

・不承認数 ： ０

６ 予防接種普及事業

（根拠）予防接種法

予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感染症予防対策

の中で、主として感受性対策を受け持つ重要なものです。そのため、ワクチンの有

効性及び安全性の評価を十分に行いながら、ワクチンに関する正しい知識の普及を

進めるとともに、住民の理解を得て、積極的に予防接種の推進に努めました。

また、市町村の感染症担当者会議（予防接種担当者）を開催し、予防接種による

事故防止対策の徹底を図りました。

市町村感染症担当者会議（予防接種担当者）

平成２２年 ４月２８日（木）

平成２２年１２月２２日（水）

（１）ジフテリア、百日せき及び破傷風の予防接種実施状況

ジフテリア、百日せき及び破傷風の第１期の予防接種は、生後３月～９０月の

者を対象として、初回接種後３週間～８週間までの間隔を置いて３回、追加接種

は、初回接種（３回）の終了後６月以降の間隔をおいて１回接種します。

第２期の予防接種は、ジフテリア及び破傷風の予防接種として、１１歳～１２

。 （ ）歳の者を対象として１回接種します 参照資料編 表５

（２）急性灰白髄炎の予防接種実施状況

急性灰白髄炎の予防接種は、生後３月～９０月の者を対象として６週間以上の

。 （ ）間隔をおいて２回接種します 参照資料編 表６

（３）麻しんの予防接種実施状況

麻しんの第１期の予防接種は、生後１２月～２４月の者を対象として１回、第
２期は５歳～６歳の者で、小学校就学前の１年間にある者を対象として１回接種
します。

※平成２０年４月から向こう５年間に限り、第３期としてそれぞれの年度の中
学一年生に相当する年齢の者、第四期としてそれぞれの年度の高校三年生に相
当する年齢の者を対象として接種します。 （参照資料編 表７）

（４）風しんの予防接種実施状況

風しんの第１期の予防接種は、生後１２月～２４月の者を対象として１回、第

２期は５歳～６歳の者で、小学校就学前の１年間にある者を対象として１回接種

します。

※（３）に同じ （参照資料編 表７）
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（５）日本脳炎の予防接種実施状況
日本脳炎の第１期の予防接種は、生後６月～９０月の者を対象として、１週間

～４週間までの間隔をおいて２回、追加接種は１期初回終了後、おおむね１年お
いて１回接種します。第２期の予防接種は、９歳～１２歳の者を対象として１回
接種します。

なお、平成１７年５月より、日本脳炎ワクチンの使用が、まれに重症ＡＤＥＭ
（急性散在性脳脊髄炎）を引き起こすという可能性を否定することができないこ
とから、予防接種の積極的勧奨は差し控えておりましたが、平成21年2月乾燥細
胞培養日本脳炎ワクチン」が薬事承認され、6月に定期接種の第１期に使用でき
るワクチンとして位置付けられたことから、昨年より第１期の積極的な勧奨が再
開されています （第１期の積極的勧奨については今後検討）。

また、平成１７年の積極的勧奨は差し控えてにより１期の３回の接種を受けら
れなかった方への接種機会の確保については、平成22年8月22日以降の特別措置

。 （ ）が設けられています 参照資料編 表８

（６）結核の予防接種実施状況

結核の予防接種は、生後６月未満の者を対象として１回、直接ＢＣＧ接種を

。 （ ）行います 参照資料編 表10

Ⅰ－４）－イ 結核対策の推進
平成１９年４月より結核予防法を統合した改正感染症法の下に新しい結核対策がス

タートしました。結核はポリオ、ジフテリア、 とともに二類感染症に位置付けSARS
られました。

１ 結核健康診断

（根拠）感染症法

（１）定期健康診断

定期の健康診断は、下記の者を対象として、事業所・学校及び施設においては

それぞれの長が、それ以外の住民については市町村長が実施義務者となり実施し

ています。

・高等学校、大学等の学生又は生徒

・学校、医療機関及び社会福祉施設の業務に従事する者

・６５歳以上の者

単位：人■平成２２年度 結核定期健康診断実施状況

対象者数 受診者数 受診率 間接撮影 直接撮影 喀痰検査 結核患者

高等学校 1,349 1,348 99.9 1,348 0 0 0

大学等 120 120 100.0 120 0 0 0

施 設 2,396 2,317 96.7 274 2,043 0 0

事業所 4,850 4,669 96.3 2,515 2,159 38 1

一般住民 34,417 10,512 30.5 10,509 3 141 0

合計 43,175 19,009 44.0 14,795 4,219 179 1

（２）接触者健康診断

感染症法第１７条の規定に基づき、結核の感染が疑われる者、または、結核

を他に感染させるおそれのある者等特定の対象者に対して健康診断を行いました。
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単位：人■定期外健康診断実施状況

年 度 対象数 実施数 実施率 検診結果

％ 要医療 経過観察 異常なし発病の恐れ

18 176 129 73.3 0 0 2 127

19 63 60 95.2 2 0 4 54

20 114 103 90.4 0 0 1 102

21 100 92(19) 92.0 0 0 1 91

22 155 152(24) 98.1 4 0 1 147

( )内は、 検査（クォンティフェロン 2 検査）を再掲QFT TB- G

２ 結核医療事業

（１）感染症診査協議会開催

（根拠）福島県感染症の診査に関する協議会運営要綱

開催回数 月１回（入院勧告を行う場合は臨時に開催する）

■感染症診査協議会診査件数

年 度 18 19 20 21 22

診査件数 30 61 58 51 40

（２）結核医療費公費負担

（根拠）感染症法第３７条及び第３７条の２

ア 入院勧告・入院措置患者に対する医療費の公費負担制度（法第37条）

保健所長は、結核をまん延させるおそれがある場合において、これを避けるた

め必要があると認めるときは、入院を勧告することができます。

入院勧告医療に要する費用及び医療を受けるために必要な費用については、国

と県で負担することになっています。

■法第37条医療費公費負担申請状況（ 18年度までは結核予防法35条）H
年 度 申 請 件 数 合 格 不合格

全数 新規 継続

18 0 0 0 0 0

19 21 8 13 21 0

20 25 8 17 25 0

21 24 7 17 24 0

22 18 6 12 18 0

イ 一般患者に対する医療費公費負担制度（法第37条の2）

結核患者に対する適正医療を推進し、早期治癒を支援するため、その区域に居

住する結核患者が指定医療機関で医療を受けるために必要な費用を、国と県で

それぞれ一定の割合を負担することになっています。

■法第37条の2医療費公費負担申請状況（ 18年度までは結核予防法34条）H
年 度 申請件数 合格件数 承認件数

18 30 28 28

19 35 33 33

20 33 31 31

21 27 27 27

22 22 22 22
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３ 結核患者管理事業

（１）結核罹患率

、 。管内の結核罹患率は 平成１５年から全国・県より低い状況で推移しています

平成１７年以降、微増傾向にありましたが、平成２１年より減少しています。

結核罹患率の推移（人口１０万対）■結核罹患率の推移（人口１０万対）

Ｈ１7 Ｈ１8 Ｈ１9 H２０ Ｈ２１

全国 22.2 20.6 19.8 19.4 19.0

福島県 13.4 12.5 12.3 13.5 11.6

県南地域 7.8 9.8 10.5 11.9 8.6

（２）市町村別結核患者新登録患者数

新登録患者８人のうち、喀痰塗抹陽性であった者は６人（75.0％）となっていま

す。

新結核患者登録者数（年別・市町村別・ 活動分類別）■

（当該年に新たに結核患者として登録された数） 単位：人

別 掲区分 活動性肺結核 ※罹患率

潜在性総 数 肺結核活動性 （ 人 口

結核総 数 喀痰塗抹陽性 そ の 他 菌陰性 肺 外 結 1 0 万

感染症年別 初回治療総数 再治療 の結核 その他 核 活 動 対）

菌陽性 性市町村別

12 10 4 4 0 5 2 7.8 0平成１7年 1

15 10 5 5 0 3 2 5 9.8 0平成１8年

16 13 7 6 3 3 3 10.5 2平成１9年 1

18 14 6 6 0 6 2 4 11.9 0平成20年

13 10 6 5 1 4 0 3 8.6 2平成21年

8 8 6 6 0 2 0 0 ※5.3 3平成22年

白河市 4 4 4 4 1

西郷村 1 1 1 1

泉崎村

中島村

矢吹町 1 1 1 1

棚倉町 1 1 1

矢祭町 1 1 1 1

塙 町 1

鮫川村

※ ２２年の罹患率については、県南保健所集計によるものです。H
（人口10万対 ：10.1現在人口より 22.10.1現在人口 150,128人※罹患率 ）

0.0 
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25.0 
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福島県

県南地域
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（３）市町村別結核患者登録数

管内の平成22年末の登録数は31人で、前年に対し2人減少しました。

■結核患者登録数(年別・市町村別・活動性分類別)
（当該年に新たに結核として登録された者とそれ以前からの登録者で年末に登録のある結核患者数）単位：人

※区分 総数 活動性結核 不活 活動 別 掲

総数 肺結核活動性 肺 外 動性 性不 潜 在 性 登 録 率 有病率

総数 登録時喀痰塗抹 登 録 時 登 録 時 結 核 結核 明 結 核 感 染 （ 人 口

陽性 そ の 他 菌 陰 性 活 動 症 1 0 万

年別 総数 初回 再治 の 結 核 ･ そ の 性 対）

市町村別 治療 療 菌陽性 他

平成17年 38 8 6 4 4 0 1 1 2 28 2 0 24.8 5.2

平成18年 31 15 9 4 3 1 3 2 6 14 2 0 20.2 9.8

平成19年 30 12 9 6 5 1 2 1 3 17 1 2 19.7 7.9

平成20年 34 14 9 4 4 0 5 0 5 19 1 0 22.4 9.2

平成21年 33 10 8 5 4 1 3 0 2 22 1 2 21.8 6.6

2.6平成22年 31 5 4 4 4 0 1 0 0 26 0 5(2)※ 22.6

白河市 16 3 3 3 3 13 1(1)※

西郷村 6 1 1 1 1 5

泉崎村 3 3

中島村 1 1

矢吹町 2 2

棚倉町 1 1 1

矢祭町 1 1 1 2

塙町 1 1 1(1)※

鮫川村

※ 22.12.31現在（ ）内は治療中の患者数再掲 H
※ ２２年の有病率については、県南保健所集計によるものです。H

（４）年齢階級別結核登録状況

70歳以上の割合は48.4％で、約半数を占めています。

単位：人（％）■年齢階級別結核登録患者数及び割合

区 分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

0～29歳 7(18.4) 6(19.4) 2(6.6) 4(11.8 4(12.1 1( 3.2)） ）

30～39歳 3(7.9) 2(6.5) 2(6.6) 3 8.8 2( 6.1 4(12.9)（ ） ）

40～49歳 4(10.5) 4(12.9) 6(20.0) 7(20.6 5(15.1 1( 3.2)） ）

50～59歳 4(10.5) 4(12.9) 5(16.7) 4(11.8 3(9.1） 4(12.9)）

60～69歳 2(5.2) 5(16.1) 6(20.0) 3(8.8） 4(12.1 6(19.4)）

70歳以上 18(47.4) 10(32.3) 9(30.0) 13(38.2 15(45.5 15(48.4)） ）

合 計 38 31 30 34 33 31

４ 結核対策特別促進事業

（１）結核患者療養支援事業の実施

喀痰塗抹陽性患者の院内 （直接服薬確認療法）を支援するため、白河厚DOTS
生総合病院と保健所によるケアカンファレンスを実施しました。

・開催回数：５回

・事例件数：４２件

（２）高齢者等の結核予防対策事業
高齢者施設等における集団感染予防対策を強化するため、結核ミニ出前講座を

実施し、施設職員等に対する啓発を行いました。
・実施施設：１０か所
・受講者数：１９６人
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Ⅱ 誰もが安心できる地域医療の確保

１） 安全・安心な医療サービスの確保Ⅱ－

１）－ア 地域医療体制の整備Ⅱ－

１ 医療安全対策

（根拠）医療法・福島県医療相談センター運営指針

（１）県南地域医療安全研修会

医療安全対策は医療政策の最重要課題であり、地域住民に安心・安全な医療を

、 。提供するためにも すべての関係者が共通意識を持って取り組む必要があります

そこで、医療機関が医療安全対策に組織的に取り組むことができるよう意識の向

上を図るとともに実践できる知識の習得を図るための研修会を開催しました。

・開催日 平成２２年１０月６日（水） １８：３０～２０：３０

・対象者 管内の医療機関の管理者、医師、歯科医師、看護師及び事務担当職員等

・参加者数：１９３名

・内 容：講演

・ 医療法における医療安全対策～立入検査結果から～」「

講師 福島県県南保健福祉事務所 所長 遠藤幸男

・ 医療の質・安全への取り組み」「

講師 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター

看護部長 大川禎子

（２）医療安全ネットワーク会議（研修会）の開催

（県南地域医療安全ネットワーク確保事業）

県南地域１０病院のリスクマネージャーを構成メンバーとする情報連絡会議を

定期的に開催して、医療安全に関する事例検討や情報交換を行うとともに、リス

。 。クマネージャー等のレベルアップを図りました 平成22年度は６回開催しました

（目的）

各病院における医療安全管理の責任者であるリスクマネージャー（医療安全

推進者）間の情報交換及び安全対策意識の向上を図ることにより、医療現場に

おける事故減少並びに安全管理体制の確保に努めることを目的とする。

（実施内容）

第１回 日 時：平成２２年５月２０日（木）１４：００～１６：３０

会 場：県南保健福祉事務所

（ ）内 容：各病院の医療安全に関する取り組み状況等について 発表

参加者数：リスクマネージャー、看護師等 １５名

第２回 日 時：平成２２年７月２１日（水）１４：００～１６：３０

会 場：会田病院

内 容：医薬品の管理Ⅰ～麻薬を含む入院時患者持込薬の管理につ

いて～（院内ラウンドを含む）

参加者数：リスクマネージャー、薬剤師等 ２３名

第３回 日 時：平成２２年１０月６日（水）１４：３０～１６：３０

会 場：白河市文化センター 研修室

内 容：インシデント・ヒアリハット事例の分析演習

参加者数：リスクマネージャー、看護師等 １８名

第４回 日 時：平成２２年１１月２９日（月）１４：００～１６：３０

会 場：塙厚生病院

（ ）内 容：医療に関わる従事者の教育について 院内ラウンドを含む

参加者数：リスクマネージャー、看護師、事務員等 １８名
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第５回 日 時：平成２３年１月２５日（火）１４：００～１６：３０

会 場：白河病院

内 容：医薬品の管理Ⅱ～誤薬の防止～（院内ラウンドを含む）

参加者数：リスクマネージャー、薬剤師等 ２４名

第６回 日 時：平成２３年３月２日（水）１４：００～１６：３０

会 場：白河厚生総合病院

内 容：医療機器の管理について（院内ラウンドを含む）

参加者数：リスクマネージャー、臨床工学技師等 ２４名

（３）医療相談

患者、家族からの医療に関する苦情、心配事などの相談に迅速に対応するとも

もに、医療機関への情報提供、指導を実施しました。

医療相談件数 ４件・

２ 医療機関監視指導事業

（根拠）医療法第２５条第1項の規定に基づく立入検査要綱

福島県医療監視要綱

病院、診療所、助産所等について、関係法令に規定された構造設備及び適正人員

、 、 、の配置状況 さらには 適正な管理が行われているか等について立入検査を実施し

県民に適正な医療が提供できるよう指導・助言を行いました。

（ ）参照資料編 表11,12

(開設に伴う調査は含まない)■医療監視実施数

立入実施数 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

病院 13 13 13 12 11

一般診療所 41 40 44 46 44

歯科診療所 22 25 23 23 23

施術所 24 26 23 28 26

歯科技工所 3 4 7 4 4

合計 103 108 110 113 108

開設に伴う調査 歯科診療所：2 施術所：3

３ 医療法等に基づく許認可事務

（根拠）医療法・福島県医療法施行細則

医療機関の開設（病院を除く ）許可、使用許可等の事務を行いました。。

・病院診療所変更許可 １７件(病院１４・診療所３ )

・病院診療所使用許可 ９件(病院８<5>・診療所１<1> )

<>内は自主検査再掲

１）－イ 救急医療体制の整備Ⅱ－

１ 初期救急医療体制の整備

白河市、西白河郡町村は、在宅当番医制を白河医師会に委託し、小児科・内科によ

る当番医制により休日診療を実施しています。さらに、平成20年７月1日から「小児

平日夜間救急医療事業」がスタートしました。

これは、白河医師会の20人の医師（当所が開催した県南地域小児救急医療医師研修

会を受講した医師が担当）が白河厚生総合病院1階「小児平日夜間救急外来」におい

て、月曜日から金曜日の午後7時から10時まで診療を行います。

また、しらかわ救急情報センターにおいては、当番医や当番医以外の専門医（外科

・耳鼻咽喉科等）の紹介を電話により行っています。
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歯科についても、白河歯科医師会が在宅当番歯科医制により、休日診療さらに、

を実施しています。

２ 第二次救急医療体制の整備

（根拠）救急医療対策の整備事業について（国通知）

休日、夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の救急医療体制について

は、救急医療輪番病院群をつくり、実施しています。

平成23年3月31日現在■第二次救急医療機関

医療機関名 住 所 病 院 群 救 急 病
輪番制 院

白河市豊地上弥次郎2 1 ○ ○福島県厚生農業協同組合連合会 -
白河厚生総合病院
田口病院 白河市郭内11 ○ ○

医療法人社団恵周会 白河市六反山10 1 ○ ○-
白河病院

財団法人 会田病院 西白河郡矢吹町本町216 ○ ○
東白川郡塙町大字塙字大町1丁目5 ○ ○福島県厚生農業協同組合連合会

塙厚生病院
計 ５ ５

３ 県南地域救急医療対策協議会
（根拠）福島県域救急医療対策協議会設置要綱

地域の救急医療体制の整備、充実を図るため、医療・行政・消防など関係機関に
よる検討、協議を行います。

平成22年度県南地域救急医療対策協議会

・平成23年３月17日開催予定でしたが、東日本大震災に伴い中止しました。

県南地域救急医療対策ワーキンググループ会議
平成22年度県南地域救急医療対策ワーキンググループ会議

第１回 平成２２年 ４月１４日（水）

第２回 平成２２年 ６月 ９日（水）

第３回 平成２２年 ８月 ４日（水）

第４回 平成２２年 ８月２６日（木）

第５回 平成２２年１０月 ６日（水）

第６回 平成２３年 ２月２５日（金)

４ 県中・県南地域メディカルコントロール協議会

（根拠）福島県地域メディカルコントロール協議会設置要綱

救急救命士の救急活動の質を医学的観点から保証するメディカルコントロール体

制の確保・充実を図るため、医療・行政・消防など関係機関からの情報の提供を受

（事務局：県中・県南保健福祉事務所）け、情報の共有化を図ります。

平成２２年度は未開催

１）－ウ 難病対策の推進Ⅱ－

１ 特定疾患治療研究事業

（根拠）福島県特定疾患治療研究事業実施要綱

現在５６疾患を対象に、調査研究及び医療費の公費負担が行われています。

（ ）参照資料編 表13
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■特定疾患医療受給者証所持者 （年度末現在）

年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

人数 ６４４ ６９２ ７６２

２ 難病在宅療養者支援体制整備事業

（根拠）福島県難病在宅療養者支援体制整備事業実施要綱

（１）難病患者地域支援連絡調整会議

① 難病患者地域支援連絡会議

、地域の保健･福祉サービスと医療が総合的に提供できる体制を整備するために

難病患者を支援する関係者が課題と対策を検討しました。

開催日及び 場所 内 容 参加者数

平成23年2月10日 ②意見交換・協議

県南保健福祉 ・歯科及び口腔リハビリテーションの連携推進 ２１人

事務所 について １７機関

②難病関係事業の実施状況報告

② 難病患者在宅ケア調整会議

・開催回数：５回

・参加者 ：延４９人・延３１機関

・対象患者：ALS・脊髄小脳変性症・脊髄性筋萎縮症

（２）相談指導事業

実件数 延件数

家庭訪問 ３３ ５２

電話相談 － １７３

面 接 他 １，０４３ １，０６５

（３）医療相談事業

在宅で療養をしている神経難病患者を対象に、ＱＯＬの向上を図るため、相談

及び交流を目的とした医療相談会を実施しました。

開 催 月 日 場 所 参加者 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ* 講 師

H22年 7月31日(土) 県南保健福祉事務所 ９ ４ 作業療法士

H22年 9月18日(土) 〃 １３ ３ 医 師

H22年10月23日(土) 白河中央福祉ｾﾝﾀｰ １２ ５ 作業療法士

H22年11月20日(土) 県南保健福祉事務所 １２ ２ 言語聴覚士

H23年 1月29日(土) 〃 １２ ４ 作業療法士

合 計 ５回 ５８ １８

＊難病ボランテｲア「ゆいの会」が協力

（４）難病ボランティアの活動支援

難病ボランテイア「ゆいの会」の総会及び自主活動への参加。

（５）患者会の活動支援

患者会が主催する総会や交流会への参加。

３ 遷延性意識障害者治療研究事業

（根拠）遷延性意識障害者治療研究事業実施要綱

事故や疾病等により３ヵ月以上にわたり意識障害が認められる患者を対象に、医

療の確立と普及、医療費の自己負担の軽減を図ることを目的に実施しています。
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■遷延性意識障害治療研究事業認定患者数

年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

人数 ３ ４ ５

４ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

（根拠）福島県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱

医療費の公費負担により、患者の医療負担及び精神的、身体的不安の軽減を図る

ことを目的としています。

■先天性血液凝固因子障害等治療研究事業認定患者 平成22年度末現在：０

５ 原子爆弾被爆者対策事業

（根拠）原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

健康診断の実施、医療の給付、各種手当の支給等を行い、被爆者の健康保持と

福祉の向上を図っています。

（１）原子爆弾被爆者健康手帳所持者 ５人

（２）原子爆弾被爆者健康診断事業

■健康診断の実施状況

第1回定期健康診断 第2回定期健康診断

受診者数 ３ ３

■希望によるがん検査の実施状況 （実人員 ３人）

胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 多発性骨髄腫検診

受診者数 １ ２ ２ １

（３）原子爆弾被爆者各種手当支給事業

・健康管理手当支給者 ４人

１）－エ 献血者の確保Ⅱ－

１ 献血推進事業

（根拠）福島県献血推進計画

平成２２年度は県南保健福祉事務所管内の献血目標を4,648人( 200mL：828人、

mL：3,820人、血液センター分を除く）に設定し、これを達成するため、献血思400

想の普及啓発、献血組織の育成強化を図るとともに、市町村及び福島県赤十字血液

セン ーと連携しながら献血事業の推進に努めました。タ

県南地域の献血者を確保するため、白河市においては街頭キャンペーンを２回実

施したほか、管内の事業所を訪問するなどして、地域住民及び関係団体の理解と協

力を求めましたが、平成23年3月11日の震災によりこれ以降の採血バスの運行がで

きなくなり、６回の運行が中止となったことから、昨年度の実績を上回ることがで

きませんでした。

平成２２年度実績は、4,607人(99.1％) 、内訳は200mL献血が965人(116.5％)、

mL献血が3,642人(95.3％)でした。400

市町村献血担当者会議（１）

・平成２２年 ４月２８日（金）保健福祉事務所会議室

・平成２３年 １月２１日（金）保健福祉事務所会議室

（２）街頭キャンペーンの実施

・平成２２年 ７月 ９日（水）白河駅前イベント広場

・平成２２年１２月 ９日（木）メガステージ白河
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献血協力事業所訪問の実施（３）

市町村、血液センター、保健福祉事務所の３者により事業所を訪問し、引き

続き献血への理解と協力を求めた。

・７月１３日、８月９日、８月１１日、８月１３日、８月３１日 ５日間

訪問事業所数 ２４箇所

（４）献血功労表彰

・厚生労働大臣表彰状 ２団体

・日赤支部長感謝状（金枠） ２６団体

・日赤支部長感謝状（銀枠） ５団体

・福島県血液センター所長感謝状 ５団体

平成23年3月31日現在■献血実績(市町村別)
市 町 村 献血者数 内 容 目標人数 目標人数

（ ）（人） 200 400 成 分 （人） 達成率 ％mL mL
白 河 市 2,136 460 1,676 0 2,034 105.0

西 郷 村 747 144 603 0 114.6652

泉 崎 村 177 28 149 0 206 85.9

中 島 村 113 24 89 0 157 72.0

矢 吹 町 516 104 412 0 577 89.4

棚 倉 町 381 85 296 0 455 83.7

矢 祭 町 255 63 192 0 176 144.9

塙 町 170 33 137 0 279 60.9

鮫 川 村 112 24 88 0 112 100.0

合 計 4,607 965 3,642 0 4,648 99.1

２１年度 4,443 917 3,526 0 4,259 104.3

２０年度 4,191 948 3,246 0 4,218 99.4

１９年度 4,219 0 3,338 0 4,193 100.6

１８年度 4,090 1,186 2,884 0 4,271 95.3

２ 移植医療の推進

骨髄バンク登録推進事業

（根拠）骨髄バンク集団登録実施要綱

、 、福島県骨髄バンク連絡協議会と連携し 移動献血併行型登録会を開催するとともに

毎週水曜日には所内でも登録を受け付けています。

■管内の骨髄バンク登録者数の推移

年 度 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

開催回数 回 33 31 17 25 24（ ）

登録者数 人 180 156 86 91 117（ ）

２）医師・看護師等の確保と質の向上Ⅱ－

２）－ア 地域医療体験研修事業Ⅱ－
（根拠）平成２２年度地域医療体験研修実施要領

地域医療に関心の高い医学生を対象に、地域医療の現状視察や地域住民との交流

などの場を提供し、東白川地域における地域医療や地域の現状について理解を深め
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てもらうため、宿泊体験研修を実施しました。

① 地域医療体験夏期研修

ア 開催日：８月２７日～２９日（２泊３日）

イ 内 容：塙厚生病院、鮫川村国民健康保険診療所の医療現場の視察

医師等との懇談会の実施

吉田富三記念館見学

地域住民との交流（健康教室の実施）

（ 、 、 ）ウ 参加者：８名 福島県立医科大学６名 山形大学１名 獨協医科大学１名

② 地域医療体験冬期研修

ア 期 間：３月８日～９日（１泊２日）

イ 内 容：塙厚生病院、金澤医院の医療現場の視察

特別養護老人ホームの現場視察

医師等との懇談会の実施

白河厚生総合病院の臨床研修医との懇談会の実施

吉田富三記念館見学

ウ 参加者：６名（福島県立医科大学１名、東北大学１名、北里大学１名、

帝京大学３名）

２）－イ 保健医療福祉の人材確保Ⅱ－

１ 医師臨床研修「地域保健・医療」研修

（根拠）医師法

平成１６年度から医師臨床研修制度に基づく「地域保健・医療」研修がスタート

したことに伴い、臨床研修病院から研修医を受入れ、当事務所における研修プログ

ラムに基づき、県南地域の保健・医療の現状を踏まえながら地域保健・医療研修の

充実に努めました。

・研 修 医 ５人

・研修時期 平成２２年５月～平成２３年１月

・研修期間 ２週間

２ 実習生に対する教育・実習指導

（根拠）福島県保健医療福祉関係実習生受入実施要綱

、 、保健福祉事務所の実習を通して 地域保健福祉活動の理解を深めることを目的に

保健医療・福祉学生等の実習指導を行いました。

■ 実習生受入状況

養成施設名 実習人数 実 習 期 間

獨協大学医学部 ２人 2 2年 9月 2 8日～ 1 0月 1日

２２年５月２５日
福島県立医科大学看護学部 １５人

２２年６月２１日

郡山女子大学 ４人 2 2 年 8 月 3 0 日 ～ 9 月 3 日

３） 医薬品の有効性・安全性の確保Ⅱ－

３）－ア 医薬分業の適正な推進Ⅱ－

１ 医薬分業の推進

（根拠）福島県医薬分業推進指針

、県南地域の医薬分業の状況を処方せんの受取率でみると 平成２１年は43.0、 %と

平成２０年（37.7%） しかし、県全体と比べると、まだに比べて増加しています。

まだ低い状況にあります。
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このため、平成１１年に策定された「県南地域医薬分業計画」に基づき、医薬品

の安全性の確保及び医薬分業の適正推進に一層努めていきます。

■院外処方せん受取率の推移

平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年

県 全 体 58.5% 60.5% 62.1% 63.9% 65.9%

県南地域 35.0% 35.5% 37.1% 37.7% 43.0%

３）－イ 医薬品等の適切な使用、安全性の確保Ⅱ－

１ 薬事監視

（根拠）薬事法、監視業務指針

医薬品等の安全性を確保するために、医薬品等の製造業者、薬局薬店等に立入検

査を実施し、不良医薬品等の発見、法令の遵守状況の監視取締り及び指導を行いま

した。

平成23年3月31日現在■薬事監視結果

業 種 別 対 象 立入検査施設数 違反発見 処分件数

施設数 実 数 延 数 件 数 説 諭 その他※

医薬品

44 25 28 19 19薬局

5 1 1製造業 専業

3 2 2薬局

3 2 2製造販売業（薬局のみ）

13 9 9 5 5店舗販売業

2 1 1 1 1一般販売業

6 3 3卸売一般販売業

9 6 7 6 6薬種商販売業

12 6 7特例販売業

2 0 0配置販売業

医薬部外品

5 1 1製造業

化粧品

5 1 1製造業

医療機器

6 1 1製造業

1 1 1修理業

36 13 14 1 1販売業 高度管理医療機器等

260 37 39 1 1管理医療機器

12 4 4賃貸業 高度管理医機機器等

5 0 0管理医療機器

429 113 121 33 33 0合 計

432 134 149 46 107 1２１年度

431 166 193 90 82 8２０年度

431 174 192 63 59 4１９年度

433 130 153 40 38 2１８年度

※：含指導票
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２ 薬事法等許認可事務

（１）薬局開設・医薬品販売業の許可事務

（根拠）薬事法、許認可業務指針

平成23年3月31日現在■薬局・医薬品等販売業等の許可等処理件数

区 分 新 許 可 許 可 証 書 変 更 届 廃 止 休 止 再 開

規 更 新 書換交付 再交付 ＊含許可 届 届 届

1 12 1 79 3薬 局

5 13医 店舗

0 1薬 一般

1 5品 卸売

2 0 4販 薬種商

3 4 2 1売 特例

0業 配置

8 8 2 ※１ 10 ※2 3配置身分証明書

1薬局医薬品製造販売業

1薬局医薬品製造業

1 5 9高度管理医療機器等販売･賃貸業

11 6 4高 度 管 理 医 療 機 器 等 販 売 業

1高 度 管 理 医 療 機 器 等 賃 貸 業

32 10 30管 理 医 療 機 器 販 売 業

管 理 医 療 機 器 賃 貸 業

48 43 3 137 47 1合 計

34 16 0 0 156 33 1２１年度

50 13 3 1 159 41 2 2２０年度

47 10 1 1 144 37１９年度

47 21 1 2 180<3> 146１８年度

※１ 配置従事届 ※２ 返納届 〈 〉販売先変更許可

（２）毒物劇物販売業の登録事務

（根拠）毒物・劇物取締法、許認可業務指針

毒物又は劇物の製造業者、輸入業者及び販売業者の登録に関し、製造所、営

業所又は店舗ごとに登録等の指導及び登録事務を行いました。

平成23年3月31日現在■毒物劇物販売業登録等の事務処理件数

区 分 新規 登録更新 登 録 票 変更届 責任者・設 廃 止

書換交付 再交付 置・変更届

1製造・輸入業

1 12 4 6 2販 一般

1 9 1 1 10売 農業用品目

1 2 1 1 1業 特定品目

特定毒物使用者

特定毒物研究者

業務上取扱業者

3 23 1 1 6 17 3合 計

4 9 0 1 1 17 4２１年度

4 2 0 0 18 14 8２０年度

12 2 2 0 1 20 10１９年度

7 36 3 0 13 21 9１８年度
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３ 毒物劇物による危害の防止

（根拠）毒物・劇物取締法、監視業務指針

毒物及び劇物取締法に基づいて、毒物劇物製造業者及び販売業者並びに業務上取

扱者に対する指導取締りを行い、事故の未然防止に努めました。

平成23年3月31日現在■監視指導実施結果
業 種 別 対 象 立入検査 違反発見 処 分 件 数

施設数 施 設 数 件 数 説 諭※ その他＊

2 2毒物劇物製造業

毒物劇物輸入業

44 22 1 1販 一般

53 18 3 3売 農業用品目

3業 特定品目

2 3 1 1業 電気メッキ業

務 金属熱処理業

上 運送業

届出不要 89 7 7

特定毒物使用者

特定毒物研究者

104 134 12 12 0合 計

105 54 27 26 1２１年度

105 79 66 63 3２０年度

109 65 52 49 3１９年度

107 80 54 52 2１８年度

※：含指導票 ＊：含始末書

Ⅲ 子育ち・子育てを支える社会の推進

１） 地域全体で子育てを支える仕組みの構築Ⅲ－

【管内児童数の推移】

平成２２年（2010年）の国勢調査の結果による管内児童数は、26,455人で管内総人口

150,117人の17.6％を占めています。平成１２年（2000年）21.4％、平成１７年（2005

） 。 （ ）年 19.1％で漸減傾向が続いています 参照資料編 表14

ア 子育て支援を進める県民運動Ⅲ－１）－

１ 県南地域子育て支援連絡会議

県南地域において、県、市町村、企業、地域の様々な団体などが幅広く連携しなが

ら、子育て支援の気運の盛り上げを図るとともに、地域の子育て支援ネットワークを

構築することを目的に、県南地域子育て支援連絡会議を開催しました。

開催日時：平成２２年５月３１日、平成２２年８月３０日、平成２３年２月２３日

２ 「ファミリーフェスタinけんなん ２０１０」

地域全体で子育てを支援する環境整備の推進を図るため、子育て支援を進める県民

運動事業の一環として、県の「子育て週間」等において子育て支援の広報・啓発事業

を実施しました。
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事 業 名： ファミリーフェスタ けんなん ２０１０」「 in
主 催：県南地域子育て支援連絡会議

開催日時：平成２２年１１月６日

開催場所：ＪＡしらかわ本所 多目的ホール

参加者数：約１３０名

多様なニーズに対応した子育て支援サービスの推進Ⅲ－１）－イ

１ 次世代育成支援対策の推進

（根拠）次世代育成支援対策推進法第８条、第９条

県が策定した「うつくしま子ども夢プラン（後期行動計画 」及び各市町村が策）

定した「次世代育成支援対策市町村行動計画（後期計画 」を推進するため、通年）

で市町村、関係団体等との情報提供・意見交換を行うとともに、児童福祉（保育関

係）行政調査指導や保育所指導監査時等において個別に状況確認を行いました。

２ 認可保育所の状況

（根拠）児童福祉法第２４条

平成２２年４月１日現在、管内の認可保育所数は２２か所であり、うち２か所が

認定こども園の認定を受けています。加えて、平成２３年４月１日付けで認可保育

所が２か所開設し、併せて認定こども園の認定を受けています。

なお、平成２２年１０月１日現在の待機児童数は２３名であり、平成２１年１０

月１日現在と比較し同数となっているため、引き続き、都市部においては定員の増

加など更なる対策の強化が求められています。

（ ）参照資料編 表15

３ 保育対策等促進事業

（根拠）保育対策等促進事業実施要綱

子育てと仕事の両立を容易にするとともに、子育てに伴う負担感を緩和し、安心

して子育てができる環境整備を総合的に推進するため、認可保育所等が行う保育対

策等促進事業について、実施する市町村に対し補助金を交付しました。

・延長保育促進事業：４市町村（８施設）※民間保育所のみ対象

（ ）参照資料編 表15

４ 認可外保育施設の状況

（根拠）児童福祉法第５９条の２

平成２３年３月３１日現在、管内の認可外保育施設は事業所内施設が６か所、そ

、 。 。の他が６か所の計１２か所(うち 事業所内施設１か所は休止中 )となっています

（ ）参照資料編 表16

５ 地域保育施設助成事業

（根拠）福島県地域保育施設助成事業費補助金実施要綱

民間の認可外保育施設のうち事業所内施設を除く施設の入所児童の健康診断、教

材等の購入及び運営に要する経費を市町村が補助する場合、当該市町村に対し補助

金を交付しました。

・対象市町村：１町（１施設）

） 子どもの健全育成のための環境づくりの推進Ⅲ－２

１ 放課後子どもプラン（放課後児童クラブ）等

（根拠）福島県放課後児童健全育成事業実施要綱、福島県わくわく放課後支援事業実

施要綱
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放課後児童クラブの運営費について、放課後児童健全育成事業（国庫事業）基準

に該当する場合には放課後児童健全育成事業として、同基準に該当しない場合には

わくわく放課後支援事業として、それぞれ放課後児童クラブを設置する市町村に対

し補助金を交付しました。

・放課後児童健全育成事業：７市町村（２５クラブ）

・わくわく放課後支援事業：３市町村（４クラブ）

（ ）参照資料編 表17

２ 児童環境づくり基盤整備事業

（根拠）児童環境づくり基盤整備事業実施要綱

子育てしやすい環境の整備を図るとともに、児童が健やかに生まれ育つための児

、 。童環境づくりを推進するための経費について 市町村に対し補助金を交付しました

・対象市町村：２市町

３ 児童福祉（保育関係）行政調査指導

児童福祉法に基づく保育の実施を行う市町村における保育関係行政の運営状況及

び事務処理状況を調査し、助言・指導を行いました。

実地指導：４市町村、書面指導：５町村

４ 保育所指導監査、認可外保育施設調査

児童福祉法等に基づき、認可保育所に対する運営指導・監査及び認可外保育施設

に対する調査を実施することにより、当該施設の適切な運営の確保を図りました。

認可保育所実地監査 ：１７施設、同書面監査：５施設

認可外保育施設実地調査： ５施設、同書面調査：６施設

３） 子育て家庭の経済的支援Ⅲ－

１ 子ども手当の支給状況

（根拠）平成２２年度等における子ども手当の支給に関する法律第７条

、 。平成２２年度から児童手当に代わり 子ども手当が支給されるようになりました

平成２３年２月末現在の子ども手当受給者は15,844人、該当児童は21,254人と、児

童手当支給時の前年度に比べ受給者は4,369人(38.1％ 、該当児童は4,911人(30.0）

％)増加しました。要因としては、児童手当にあった所得制限が撤廃されたこと、

支給対象が小学校修了前までから中学校修了前までに拡大されたこと、などが挙げ

られます。 （参照資料編 表18）

２ 多子世帯保育料軽減事業

（根拠）ふくしま多子世帯保育料軽減事業実施要綱

子育ての経済的支援を望む声を踏まえ、３人以上の子どもを養育している世帯に

対する保育所保育料の軽減措置を行う市町村に対し補助金を交付し、子育てにかか

る保護者の経済的な負担感の軽減を図ることにより、保育所を活用した早期の職場

復帰、早期就業を支援し、仕事等の社会的活動と子育て等の家庭生活の調和を図る

ことができる環境づくりを推進しました。

・対象市町村：管内全９市町村（１５０名分） （参照資料編 表15）

４） 援助を必要とする子どもや家庭への支援Ⅲ－

４）－ア 障がいのある子ども支援、総合療育体制の充実Ⅲ－
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１ のびゆく子ども支援事業

（１）身体障がい児相談会

（根拠）福島県のびゆく子ども支援事業実施要綱

身体に障がいがあり長期療養を必要とする児童と保護者が親子で動物とふれあう

ことで喜びを感じること、保護者同士の交流を深めることをとおして、悩みや負担

の軽減を図るため、実施しました。

■身体障がい児相談会実施状況

対 象 実施回数 内 容 参加者数

身体障害者手帳 １ （１）体 験 「動物とのふれあい」 １１人

受給者（上肢・ 講師：県南地区動物愛護ボランティアの会

下肢障害、肢体 （２）交流会（秋桜会とともに）

不自由）とその

保護者

（２）小児慢性特定疾患児相談会

（根拠）福島県のびゆく子ども支援事業実施要綱

小児慢性特定疾患により長期療養を必要とする児童の保護者が治療を続けながら

安心して学校生活を送るポイントを学ぶことで、学校生活への不安の軽減を図るこ

と、保護者同士の交流を深めることをとおして、長期療養児の日常生活における健

康の保持増進を図るため、実施しました。

■小児慢性特定疾患児相談会の実施状況

対 象 実施回数 内 容 参加者数

幼稚園から中学 １ （１）講話「学校生活を安心して送るポイント」 ４人

生の小児慢性特 講師：県南教育事務所 指導主事 邊見浩氏

定疾患児を持つ （２）交流会

保護者

（３）未熟児発達相談会

（根拠）福島県のびゆく子ども支援事業実施要綱

未熟児の発達や養育に関する講話や相談を実施するとともに保護者同士の情報交

換をとおして育児負担の軽減を図り安心して育児ができるように支援するため、実

施しました。

■未熟児発達相談会の実施状況

対 象 実施回数 内 容 回 数 参加者数

養育医療受給 ２ 第１回目・ 第２回目 第１回 １４人

者、未熟児出生 講 話「未熟児を持って」 第２回 １６人

連絡票、低体重 講 師 Ｎくらぶ会長 安斎砂知子氏 計 ３０人

児出生届のあっ 交流会（ くらぶ会長を囲んで）N
た児とその保護

者

（４）訪問指導

(根拠）福島県のびゆく子ども支援事業実施要綱

未熟児及び在宅療養を必要とする家族に対して、正常な発育・発達や療育・療養

に必要な助言及び保健指導を医療機関と連携をとりながら実施しました。
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単位：人■訪問指導の実施状況

対 象 実 数 延 数

身体障がい児 1 3

長期療養児 3 3

未熟児 9 11

２ 市町村における親支援のためのグループミーティング事業運営技術支援

（根拠）平成２１～２２年度市町村母子保健体制強化推進事業実施要綱

市町村の母子保健領域において、虐待予防に取り組んでいるところではあります

が、集団援助により習慣化した行動を変え、子育て力アップと自信回復の効果が期

待できる親支援のためのグループミーティング事業を推進するため、運営方法や専

門的支援等技術支援を実施しました。

■市町村における親支援のためのグループミーティングの実施状況

年度 会 場 グループ数 実施回数 来所者数（人）

実 数 延 数

１８ 県南保健福祉事務所 1 5 6 20

１９ 県南保健福祉事務所 1 5 5 19

２０ 県南保健福祉事務所 1 4 5 18

２１ 県南保健福祉事務所 1 3 7 13

塙町 1 3 3 7

２２ 白河市 1 6 5 15

棚倉町 1 6 8 21

３ 子どもの発達「気づき支援」推進事業

（根拠）子どもの発達「気づきと支援」推進事業実施要綱

発達障がい児気づきと支援体制整備方部別検討会設置要綱

（１）県南地域発達障がい児気づきと支援体制整備方部別検討会の開催

発達障がい児気づきと支援マニュアルの意見交換をとおして、市町村、保育所、

幼稚園、児童デイサービス、特別支援教育等関係者と適切な支援方法について意見

交換を行いました。

■開催状況

【開 催 日】平成２３年２月２５日（金）

【開催場所】県南保健福祉事務所

【内 容 （１ 「発達障がい児気づきと支援マニュアル」案について】 ）

（２）母子健康手帳の効果的な活用について

（３）連携方法について

４ 医療援護事業

（１） 育成医療給付

（根拠）障害者自立支援法第５８条

福島県自立支援医療費（育成医療）支給認定実施要綱

身体に障がいのある児童又は疾患を放置することで障がいを残すと認められる

児童で手術等の治療により確実な治療効果が期待できる場合に、障害者自立支援

法第５９条第１項による指定自立支援医療機関において治療する児童に対して、

公費による医療の給付を行いました。
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単位：人■育成医療の認定状況

市町村 肢体不自由 視 覚 障 が 聴 覚 、 平 音声・言語 内 臓 障 が 免 疫 機 能 計

い 衡 機 能 障 そしゃく機 い 障がい （延数）

がい 能障がい

白河市 2 0 1 3 6 0 12

西郷村 2 0 2 3 0 0 7

泉崎村 0 0 0 0 2 0 2

中島村 0 0 0 0 0 0 0

矢吹町 1 0 0 2 2 0 5

棚倉町 2 0 0 2 3 0 7

矢祭町 0 0 0 0 1 0 1

塙 町 0 0 0 2 1 0 3

鮫川村 0 0 0 0 0 0 0

計 7 0 3 12 15 0 37

１７ 10 4 3 23 25 0 65

１８ 3 3 3 17 18 0 44

１９ 8 2 0 10 13 0 33

２０ 8 3 3 15 16 0 45

２１ 9 0 3 14 11 0 37

（２）養育医療給付

（根拠）母子保健法第６条第６項

母子保健法第６条第６項に規定する体重が2,000g以下、又は生活力が特に薄弱

である症状等により医療機関への入院を必要とする未熟児に医療の給付を行いま

した。

■養育医療の認定状況（体重別）

２２ １７ １８ １９ ２０ ２１年度

出生体重(g)

2 2 3 6 4 6～1,000

4 4 3 4 7 61,001～1,500

6 5 3 3 3 61,501～1,800

9 9 4 7 6 61,800～2,000

14 8 9 12 13 132,001～2,300

1 3 7 3 3 32,301～2,500

7 5 11 7 10 52,501～

計 43 36 40 42 46 45

■養育医療の認定状況（市町村別）

２２ １７ １８ １９ ２０ ２１年度

市町村

白河市 18 19 19 17 21 23

西郷村 10 4 3 2 5 5

泉崎村 1 4 1 2 2 0

中島村 1 0 1 2 1 0

矢吹町 4 4 11 6 3 9

棚倉町 6 3 3 5 8 2

矢祭町 1 0 0 0 0 5

塙 町 2 2 2 6 4 1

鮫川村 0 0 0 2 2 0

計 43 36 40 42 46 45
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５ 小児慢性特定疾患治療研究事業

（根拠）福島県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱

福島県小児慢性特定疾患児手帳交付事業実施要綱

小児慢性疾患のうち治療法が確立していない特定の疾患について、治療研究を推

進し、治療法を確立するための医学的知見の発見を促進するとともに、その医療の

確保と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担を軽減して、児童の健全な育成

を図ることを目的として医療の給付を行いました。

また、児童の病状を正しく理解し、適切に対応してもらうことを目的に、小児慢

性特定疾患児に対して福島県小児慢性特定疾患児手帳（ひまわり手帳）を交付しま

した。

平成２３年３月３１日 単位：人■小児慢性特定疾患治療研究事業の認定状況

市町村 悪 性 慢 性 慢 性 慢 性 内 分 膠 原 糖 尿 先 天 性 血 友 病 神 経 ・ 慢 性

計新 生 腎 疾 呼 吸 心 疾 泌 疾 病 病 代 謝 異 等 血 液 筋 疾 患 消 化

物 患 器 疾 患 患 常 ・ 免 疫 器 疾

患 疾 患 患

白河市 11 6 1 5 16 3 8 1 5 1 2 59

西郷村 3 4 0 1 5 0 0 2 2 0 0 17

泉崎村 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

中島村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

矢吹町 1 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 9

棚倉町 0 2 1 0 3 1 0 1 1 0 0 9

矢祭町 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 6

塙 町 1 3 0 3 5 0 1 0 0 0 0 13

鮫川村 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

計 19 17 2 13 34 5 10 4 8 4 2 118

１６ 45 8 7 5 40 2 10 7 27 2 0 153

１７ 24 22 2 10 32 3 14 5 4 3 0 119

１８ 22 19 4 14 45 6 14 8 10 4 0 146

１９ 23 19 3 14 35 10 10 6 9 3 0 132

２０ 18 16 3 13 43 5 12 6 9 4 1 130

２１ 18 19 2 15 38 4 12 6 10 4 1 129

イ 子どもの権利擁護の推進Ⅲ－４）－
１ 要保護児童対策の推進

（根拠）児童福祉法第２５条の８他

児童福祉法による一時保護や施設入所等の措置が必要とされる児童について、児

童相談所と連携して、家庭状況の調査や家庭訪問を行うとともに、児童福祉施設の

適切な運営と入所児童の処遇の向上を図るため、必要な指導を実施しました。

（参照資料編 表19,20）

ひとり親家庭の支援Ⅲ－４）－ウ

１ 母子家庭及び寡婦に対する総合的な支援

（根拠）母子及び寡婦福祉法第９条、第１３条

２名の母子自立支援員（うち１名は東白川福祉相談コーナー）が母子家庭等の生

活一般、児童、生活援護等に関する相談を受け付け、援助・指導を実施しました。

また、経済的、社会的に自立が困難な状況にある母子家庭や寡婦の福祉の向上の

ため、母子・寡婦福祉資金の貸付を行いました。



- -72

・母子等相談受付件数８２６件（うち東白川福祉相談コーナー３７１件）

（ ）参照資料編 表21,22

・母子寡婦福祉資金

貸付件数 １９件（前年度比１件減）

（ ） （ ）貸付金額 11,093千円 前年度比1,498千円減 参照資料編 表23

） 妊娠・出産・育児の一連において充実した保健・医療体制の確Ⅲ－５
保

１ 先天性代謝異常等検査事業

（根拠）福島県先天性代謝異常等検査事業実施要綱

フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常症及び先天性甲状腺機能低下症（クレ

チン症）の早期発見・早期治療を図るため、新生児の血液によるマス・スクリーニ

ング検査を行いました。

なお、検査で精密検査となった児については、結果の確認及び保健指導を実施し

ました。

■先天性代謝異常検査（精密検査）の実施状況

疾 患 名 要精検者数 精密検査結果の内訳

人 異常あり 異常なし 経過観察（ ）

フェニールケトン尿症 0 0 0 0

楓糖尿病 0 0 0 0

クレチン症 1 1 0 0

ホモシスチン尿症 0 0 0 0

ガラクトース血症 0 0 0 0

先天性副腎過形成症 2 0 0 2

その他 0 0 0 0

計 3 1 0 2

２ 新生児聴覚検査普及事業

（根拠）福島県新生児聴覚検査普及事業実施要綱

聴覚障がい児を早期に発見し、早期療養につなげるため、聴覚検査の普及を図り

ました。

単位：人■新生児聴覚検査結果の状況

年度 精密検査対象者 経過観察 異常あり

１９ 2 2 0

２０ 0 0 0

２１ 4 4 0

２２ 3 1 2

３ 特定不妊治療費助成事業

（根拠）福島県特定不妊治療費助成事業実施要綱

不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療のうち、体外受精

及び顕微授精について、不妊治療費に要する費用の一部の助成を行いました。

■特定不妊治療費助成の申請状況

年度 実数 延数

１９ 44 56

２０ 43 58

２１ 46 65

２２ 51 75
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４ 不妊専門相談等事業

（根拠）福島県不妊総合相談事業実施要綱

不妊に悩む夫婦に対し、夫婦の身体的、精神的、社会的状況に応じた不妊の悩み

に対する相談、助言、支援を行うとともに、不妊に関する情報提供を行いました。

■不妊総合相談の実施件数

年度 相談件数 相談種別

電話相談 来所相談

１９ 6 3 3

２０ 6 2 4

２１ 9 4 5

２２ 2 0 2

） 次代の親を育成するための環境づくりの推進Ⅲ－６

１ 若者の性の健康「生きいき応援」事業

（根拠）福島県若者の性の健康圏域連携会議設置要綱

※平成２０年度までは「１０代の性いのち生きいきプロジェクト推進会議」として実

施してきたが、平成２１年度より標記事業となった。

（１）県南地域若者の性の健康圏域連携会議

思春期保健対策の充実に向けて各関係機関の連携・協力体制を強化し、各種事業

等の有機的な連携や今後の思春期保健対策について検討するための協議を行いまし

た。

■開催状況

【開 催 日】平成２２年７月６日（火）

【開催場所】県南保健福祉事務所

【議 題 （１）平成２１年度思春期保健教育等実施状況調査について】

（２）思春期保健教育実施率の向上について

（３）思春期保健教育内容の充実について

（４）平成２２年度の思春期保健対策関連事業について

（２）思春期保健教育等の実施状況調査

県南地域の保健・医療・教育関係機関での思春期保健教育や事業の実施状況を把

握し、思春期保健対策の進捗状況を把握・分析しました。

【調査時期】平成２３年２月

【調査対象】県南地域の市町村、全小学校・中学校・高等学校（定時制を含む ・）

特別支援学校

【思春期保健教育等の実施率】

区 分 実施率 内 訳

小学校 (４６校) １００％ 全校全学年で実施

中学校 (１８校) ９８．１％ １年１８校、２年１７校、３年１８校で実施

高等学校 (７校) ７１．４％ １年６校、２年７校、３年２校で実施

定時制高等学校(１校) １００％ 全学年で実施

特別支援学校 (１校) ６６．７％ 小学部未実施、中学・高等部で実施

（３）思春期保健教育等支援

学校等の依頼により、思春期の児童・生徒及び関係者を対象にした思春期保健教

育等を実施しました。

・思春期保健教育 対象者 高校生他 開催回数４回 参加者 延１０１１人
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２ 思春期相談事業

(根拠）福島県思春期相談ほっとライン事業実施要綱

１０代の望まない妊娠や人工妊娠中絶を未然に防ぎ、心身共に健康で望ましい人

間関係を築くことができるよう支援するために保健、医療、教育などの関係機関と

の情報共有を図り、地域におけるネットワークづくりを推進するとともに電話やメ

ール相談等により思春期の悩みや不安等への個別支援に努めました。

単位：件■思春期相談ほっとラインによる相談実施状況

年度 相 談 種 別

電話相談 ﾒｰﾙ相談 来所相談 計

１８ 63 20 0 83

１９ 178 27 0 205

２０ 110 11 0 121

２１ 237 5 1 243

２２ 53 21 1 77

Ⅳ ともにいきいき暮らせる福祉社会の推進

Ⅳ－１） 人格、人権、個性を尊重する社会づくりの推進

１ 県南地域保健医療福祉協議会

（根拠）福島県県南地域保健医療福祉協議会設置要綱

県南地域保健医療福祉協議会は、県南地域における「安心して暮らし ともに生

きる 健康福祉社会の実現」に向け、保健・医療・福祉が連携し、地域の実情に即

した総合的・一体的な施策展開を図ることを目的として設置しています。

平成２２年度は、県南地域保健医療福祉推進計画の進捗状況、福島県保健医療福

、 。祉ビジョン概要 新県南地域保健医療福祉推進計画案等について審議を行いました

ア 第１回県南地域保健医療福祉協議会 平成２２年８月３日

・ 県南地域保健医療福祉推進計画」の進行管理について「

・ 福島県保健医療福祉ビジョン」の概要について「

・新たな「県南地域保健医療福祉推進計画」の策定について

イ 第２回県南地域保健医療福祉協議会 平成２３年３月１１日

・平成２３年度県南保健福祉事務所の基本方針及び重点施策について

・新たな「県南地域保健医療福祉推進計画」(案)の概要について

・ 県南地域保健医療福祉推進計画」の進行管理について「

・高齢者見守り等ネットワークづくり支援事業等について

２ 社会関係及び保健衛生統計調査

（根拠）統計法

国の厚生行政施策の基礎資料を得るための各種厚生統計調査について、厚生労働

省から委託を受けて実施しています。

衛生行政報告例、福祉行政報告例、病院報告、医療施設動態調査、人口動態調査

等の月報、年度報の報告を適正に行いました。

※主な厚生統計調査

①国民生活基礎調査（世帯票、健康票、介護票、所得票、貯蓄票）

②社会保障を支える世代に関する意識等調査

③家庭の生活実態及び生活意識に関する調査

④社会保障･人口問題基本調査

⑤医師・歯科医師・薬剤師届、保健師等業務従事者届出

及び歯科衛生士等業務従事者届出調査

⑥病院報告（従事者）
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３ 市町村地域福祉計画の策定支援

（根拠）社会福祉法第１０７条

地域福祉計画策定を推進するため、市町村担当者会議等で地域福祉計画の意義や

重要性を説明しながら、関係者の計画策定への意識醸成を図りました。

・策定済市町村 矢祭町、鮫川村

４ 市町村社会福祉協議会指導監査

（根拠）社会福祉法第５６条

社会福祉法人の適切な運営の確保を図るため、社会福祉法第５６条の規定に基づ

き管内市町村社会福祉協議会等に対し、社会福祉法人の指導監査（実地監査）を実

施しました。

・社会福祉法人指導監査実施数 ４件（市町村社会福祉協議会）

５ 高齢者福祉計画等の推進

第五次高齢者福祉計画及び第四次介護保険事業支援計画の進行管理等

（根拠）老人福祉法 介護保険法

（１）高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画に係る県南圏域連絡会議の開催

第五次福島県高齢者福祉計画及び第四次福島県介護保険事業支援計画の進捗状況

の管理や課題の検討等を行いました。

・出席者 市町村保健福祉担当課長、医療機関代表者、社会福祉施設代表者、

居宅系サービス提供機関代表者、地域包括支援センター代表者等

・開催日 平成２２年１０月２２日

Ⅳ－２） 誰もが人と人とのつながりを感じることができる地域づくりの
推進

１ 「いのちの学校」体験事業（次世代交流ふれあい体験）

（目的）小･中・高校生が高齢者と交流することで、高齢者から次世代（小･中・高校生）

へ郷土文化を伝承し 「いのちの大切さ」や「自分が生まれ育った地域を大切にす、

る心」について学習する。

クロリティー交流、郷土料理試食会（棚倉町・鮫川村の合同開催）（１）

・開催日 平成２２年９月５日

・場 所 棚倉町保健福祉センター

・参加者 東白川郡内の小・中学生・高校生と高齢者（１７０名）

、ふれあい交流（ 夏休み森林教室 矢祭町」の共催）（２）竹笛工作 「 in
・開催日 平成２２年８月４日

・場 所 矢祭町舘山ふれあいランド

・参加者 東白川郡内の小学生と高齢者（１５６名 保護者１０名含む）

２ ホームページ管理運営事業

保健・医療・福祉に関する県民にとって身近で有意な情報を適時、速やかに提供す

るとともに、多岐にわたる保健福祉事務所の業務を容易に理解出来るよう当事務所の

ホームページを積極的に有効活用し、広報の充実を図りました。

・ホームページアクセス件数 24,062件（前年度比2,120件増）

３ 老人クラブ活動等事業

（根拠）福島県老人クラブ活動等事業実施要綱

老人クラブが行う、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動や、ボ

ランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動等に対し補助金を交付しまし

た。
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・実施市町村 ９ 市町村

・補 助 額 ３，１８０ 千円

４ 民生委員・児童委員の活動支援

（根拠）民生委員法、児童福祉法

民生・児童委員は、それぞれの市町村の担当区域内の住民の実態を常に把握し、

適切な相談や必要な援助を行うことによって地域住民の福祉増進に努めるととも

に、福祉関係機関の業務に協力し、積極的な援助活動を行っています。

地域の現状を理解するとともに資質の向上を図る研修会等に対して講師の派遣等

の協力・支援に努めました。

(参照資料編 表24,25)

管内民生・児童委員数 ３６３人

平成２３年３月３１日現在

Ⅵ－３） 生活に希望を持ち、自らの能力を発揮できる地域づくりの推進

１ 百歳高齢者知事賀寿事業

（根拠）百歳高齢者知事賀寿実施要綱

百歳の高齢者に対し、その長寿を祝い、併せて県民の間に広く老人福祉について

の関心と理解を深めるとともに、老人の健康の増進に努める意欲を高めることを目

的に、知事からの祝状及び記念品を贈呈しました。

・平成２２年度贈呈者数 ２３人
（ 、 、 、 ）平成２１年度２５人 ２０年度１５人 平成１９年度１８人 １８年度１６人

Ⅵ－４） 高齢者を対象とした福祉サービスの充実

Ⅵ－４）－ア 健康づくりと介護予防の推進

１ 地域支援事業

（１）地域包括支援センター支援

（根拠）地域包括支援センター機能強化研修（圏域別研修）開催要領

平成１８年４月の介護保険法改正により、新たに地域支援事業及び新予防給付が

創設されました。地域支援事業は①介護予防事業②包括的支援事業③任意事業から

構成され、市町村及び②の包括的支援事業の委託を受けた者は地域の高齢者ケアを

行う中核機関として地域包括支援センターを設置することができるとされており、

当圏域においても各市町村１か所ずつ設置されました。

そのセンター職員の効率的かつ適正な業務の実施を目的として、研修会を開催し

ました。

■開催状況

研修等名・開催日・ 内 容 参加者数
場所

【第１回地域包括支援 情報交換会
センター機能強化研修 ①平成22年度事業計画について 23 人
（圏域別研修 】 ②介護予防事業について （センター）

22年 6月23日 ③虐待対応…市町村との役割分担について 職員）
県南保健福祉事務所 ④ケアマネージャー支援について

【第２回地域包括支援 講演
センター機能強化研修 「燃え尽きないで支援していくために」 18 人
（圏域別研修 】 講師：郡山メンタルサポート 成井香苗氏 （センター）

22年11月15日 職員）
県南保健福祉事務所
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２ 介護保険の認定

（１）介護認定審査会の設置

（根拠）介護保険法第14条

県南管内は、白河地方広域市町村圏整備組合において介護認定審査を共同処理し

ています。

・白河地方広域市町村圏整備組合

介護保険審査会の設置形態 ８合議体・審査会委員５０人

（２）認定調査員研修事業

（根拠）福島県認定調査従事者・介護認定審査会委員研修事業実施要綱

認定調査員研修会の開催

認定調査に従事する者が、要介護認定及び要支援認定における公平・公正かつ

適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を修得及び向上させることを

目的に開催しました。

■認定調査員研修会実施状況

開催年月日・場所 内 容 参加者数

①講義「介護認定審査会から見た調査票記入

の留意点」

23年 2月24日 講師：白河地方広域市町村圏整備組合介護 認定調査員・

認定審査会 副会長 杉原常夫氏 市町村等職員

白河市文化センター ②説明 148人

・介護保険の運営状況

・要介護認定業務分析データ及びｅラーニン

グシステムについて

（３）市町村別要介護認定状況

認定者数は要介護、要支援とも年々増加する傾向にあります。

単位：人■要介護（要支援）認定者数(市町村別）

要支援 要支援 経過的 要介護 要介護 要介護 要介護 要介護 計

１ ２ 要介護 １ ２ ３ ４ ５

白 河 市 231 369 0 278 500 411 414 351 2,554

西 郷 村 49 82 0 49 112 91 85 83 551

泉 崎 村 27 29 0 18 39 42 47 32 234

中 島 村 22 29 0 15 30 25 23 24 168

矢 吹 町 39 115 0 69 115 104 103 85 630

棚 倉 町 73 114 0 52 98 76 93 98 604

矢 祭 町 25 50 0 21 65 56 59 26 302

塙 町 47 95 0 40 82 84 71 63 482

鮫 川 村 23 35 0 22 32 27 32 26 197

23.1月末 536 918 0 564 1,073 916 927 788 5,722H
22.3月末 538 833 0 538 1,010 924 901 723 5,467H
21.3月末 466 753 0 417 993 892 885 776 5,182H
20.3月末 466 779 0 390 900 852 881 764 5,032H
19.3月末 490 713 4 593 799 691 870 667 4,827H
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３ 介護保険法事業者指定

介護保険法に基づく事業者指定事務について、平成２２年度における居宅介護支援

事業者及び居宅サービス事業者の数は、介護給付サービスで１２事業者、予防給付サ

ービスでは８事業者増えています。

施設サービスについては、施設数、入所定員とも平成２２年度における変動はあり

ません。

■居宅介護支援事業者及び居宅サービス事業者（みなし指定を除く ）。

区 分 増加数 対前年比
23.4.1 22.4.1

現在 現在

居宅介護支援事業者 47 43 4 1.09

居宅サービス事業者 118 110 8 1.07

訪問介護 34 32 2 1.06
介 訪問入浴介護 8 8 － 1.00
護 訪問看護 8 7 1 1.14
給 訪問 3 2 1 1.50リハビリテーション

付 居宅療養管理指導 2 2 － 1.00
サ 通所介護 20 20 － 1.00

通所 4 4 － 1.00

ー

リハビリテーション

ビ 短期入所生活介護 12 12 － 1.00
ス 短期入所療養介護 1 1 － 1.00

特定施設入所者生活介護 2 2 － 1.00
福祉用具貸与 11 9 2 1.22
特定福祉用具販売 13 11 2 1.18

小 計 165 153 12 1.08

介護予防支援事業者 9 9 － 1.00

介護予防サービス事業者 118 110 8 1.07

介護予防訪問介護 33 31 2 1.06
予 介護予防訪問入浴介護 8 8 － 1.00
防 介護予防訪問看護 8 7 1 1.14
給 介護予防訪問 3 2 1 1.50リハビリテーション

付 介護予防居宅療養管理指導 2 2 － 1.00
サ 介護予防通所介護 20 20 － 1.00

介護予防通所 4 4 － 1.00

ー

リハビリテーション

ビ 介護予防短期入所生活介護 12 12 － 1.00
ス 介護予防短期入所療養介護 1 1 － 1.00

2 2 － 1.00介護予防特定施設入所者生活介護
介護予防福祉用具貸与 12 10 2 1.20
特定介護予防福祉用具販売 13 11 2 1.18

小 計 127 119 8 1.07

合 計 292 272 20 1.07

■施設サービスの状況（みなし指定を除く ） （ ）は入所定員。
23.4.1 22.4.1 増 減 対前年比現在 現在

介護老人福祉施設 10施設( 718床) 10施設( 718床) 0(0) 1.00(1.00)
介護老人保健施設 7施設( 600床) 7施設( 600床) 0(0) 1.00(1.00)
介護療養型医療施設 0施設( 0床) 0施設( 0床) 0(0) 0.00(0.00)

合 計 17施設(1,318床) 17施設(1,318床) 0(0) 1.00(1.00)
※ 介護老人保健施設はｼｮｰﾄｽﾃｲを含んだﾍﾞｯﾄ数（ ｼｮｰﾄｽﾃｲﾍﾞｯﾄ数は特定されていない ）。
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４ 介護保険指定事業所等の運営指導及び監査

（根拠）福島県介護保険施設等指導要綱

介護保険指定事業所等の適正な施設運営の確保を図るため、本庁と合同で事業所

等に対する実地指導及び実地監査を実施しました。

・介 護 保 険 施 設 ４施設

・居宅サービス事業所 ６事業所

・居宅介護支援事業所 ４事業所

５ 老人福祉施設の運営指導及び監査

（根拠）福島県社会福祉法人・社会福祉施設運営指導及び監査実施要綱

特別養護老人ホーム等の適正な施設運営の確保を図るため、本庁と合同で施設に

対する実地指導及び実地監査を実施しました。

・特別養護老人ホーム ４施設

・軽費老人ホーム １施設

Ⅳ－５） 地域生活移行や就労支援などの障がい者の自立支援

Ⅳ－５）－ア－１ 雇用と就労の促進

１ 精神障がい者社会適応訓練事業

（根拠）福島県精神障害者社会適応訓練事業実施要綱

回復途上の在宅精神障がい者で勤労意欲のある者に、県が委託契約を結んだ事業

所において一定期間、社会生活や就労に適応するための訓練を行いました。結果、

2名は当該事業所で雇用となり、円滑な社会復帰を援助しました。1名は再入院とな

りましたが、今後、医療中心の支援を継続します。

委託料 １７８千円

■社会適応訓練事業実績

２２年度末登録事業所数 委託事業所数 委託訓練者数

１４ ３ ３

Ⅳ－５）－ア－２ 自立の支援と社会参加の促進

１ 精神障がい者福祉ホーム運営事業

（根拠）精神保健福祉法第５０条の２第１項第３号（旧法）

福島県精神障がい者社会復帰施設運営事業費補助金要綱

住居を求めている精神障がい者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用

させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する社会復帰施設である精神障がい

者福祉ホームＢ型の運営を支援しました。

・実施法人 社会福祉法人 真德会

・実施施設 福祉ホーム「ひもろぎの園」

・補 助 額 17,468千円（本庁執行）

２ 身体障がい者相談員の配置

（根拠）身体障害者福祉法第１２条の３

身体障がい者相談員を配置し、身体障がい者の更生援護の相談、指導、助言を行

。 （ ）いました 参照資料編 表26

平成２０年度から相談員に対する報酬は廃止となり、無償となりました。
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平成23年4月1日現在 単位：人■身体障がい者相談員設置人数
西 郷 村 1 棚 倉 町 0
泉 崎 村 1 矢 祭 町 1
中 島 村 0 塙 町 1
矢 吹 町 0 鮫 川 村 1
西 白 河 郡 計 2 東 白 川 郡 計 3

白 河 市 2
計 7

３ 知的障がい者相談員の配置
（根拠）知的障害者福祉法第１５条の２

知的障がい者相談員を配置し、知的障がい者の家庭における教育、生活等に関す
る相談、指導、助言を行いました。 （参照資料編 表27）

平成２０年度から相談員に対する報酬は廃止となり、無償となりました。

平成23年4月1日現在 単位：人■知的障がい者相談員設置人数

西 郷 村 1 棚 倉 町 1

泉 崎 村 0 矢 祭 町 1

中 島 村 1 塙 町 0

矢 吹 町 0 鮫 川 村 0

西 白 河 郡 計 2 東 白 川 郡 計 2

白 河 市 1

計 5

Ⅳ－５）－ア－３ 障がい者の地域生活移行の促進

１ 県南障がい保健福祉圏域計画の推進

（根拠）障害者自立支援法第８９条

平成２１年３月に策定された第２期福島県障がい福祉計画の中で 「ともに生き、

る社会」を実現することを主眼として集約した各圏域ごとの計画であり、障がい者

を取り巻く現状やニーズ等に沿って設定した数値目標を踏まえ、サービス提供基盤

の整備推進などに努めました。

２ 社会福祉施設等の施設整備

（１）障害者自立支援基盤整備事業

（根拠）福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金交付要綱

既存障がい福祉施設等が障害者自立支援法に基づく新体系へ移行する場合に必要

となる施設の改修又は増築の経費に対し、助成を行いました。

・実 施 主 体 ＮＰＯ法人こころん

・施 設 の 名 称 こころん工房 （既存施設の増築)

・所 在 地 泉崎村

・施 設 種 別 就業継続支援事業所Ａ型（定員１０名）

・施設整備補助金額 19,000千円（本庁執行）

（２）社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業

（根拠）福島県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業補助金交付要綱

ア 耐震化整備事業

地震防災上、倒壊等の危険性のある建物の耐震化を図るために行う施設の改

築又は補強等の経費に対し、助成を行いました。

・実 施 主 体 社会福祉法人牧人会

・施 設 の 名 称 白河こひつじ学園（大規模修繕)

・所 在 地 西郷村



- -81

・施 設 種 別 知的障がい児施設（定員３０名）

・施設整備補助金額 63,910千円（本庁執行）

イ スプリンクラー整備事業

消防法施行令の一部改正に伴い、スプリンクラーの設置が義務づけられた施

設等が行う設備整備の経費に対し、助成を行いました。

（ア）福島県きびたき寮

・実 施 主 体 社会福祉法人福島県社会福祉事業団

・所 在 地 西郷村

・施 設 種 別 施設入所支援・生活介護（定員１００名）

（元 身体障がい者療護施設）

・施設整備補助金額 23,763千円（本庁執行）

（イ）白河こひつじ学園

・実 施 主 体 社会福祉法人牧人会

・所 在 地 西郷村

・施 設 種 別 知的障がい児施設（定員３０名）

・施設整備補助金額 3,709千円（本庁執行）

（ウ）白河めぐみ学園

・実 施 主 体 社会福祉法人牧人会

・所 在 地 西郷村

・施 設 種 別 知的障がい児施設（定員３０名）

・施設整備補助金額 3,693千円（本庁執行）

３ 県南地域生活移行圏域連絡会の設置

（根拠）福島県自立支援協議会地域生活支援部会設置要綱

県南地域生活移行圏域連絡会設置要綱

福島県自立支援協議会地域生活支援部会の下部組織として位置づけられており、

各地域自立支援協議会等の活動状況などの情報共有や意見交換などを実施しまし

た。

■構成員

・事業者関係（19 ・地域自立支援協議会(3)・行政関係(9)）

・相談支援アドバイザー (2) 計 ３３人

■地域生活移行圏域連絡会の開催
開催日・場所 主な内容 参加人数

平成２２年１０月８日 １ 地域自立支援協議会等の上半期の活動実績
県南保健福祉事務所 と下半期の活動予定について ３２人
会議室 ２ 講話「地域自立支援協議会に期待されるこ

とと有効活用について」
３ その他（情報提供）

平成２３年３月７日 １ 地域自立支援協議会等の活動実績等につい
県南保健福祉事務所 て ３２人
会議室 ２ 講話「地域自立支援協議会の効果的な運用

について」
３ その他（情報提供）

４ 障がい者地域移行促進強化事業

（根拠）福島県精神障がい者地域生活移行理解促進基礎研修実施要領
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精神障がい者地域生活移行促進事業を展開していくため、精神障がい者の地域生

活移行についての理解を促進するため、関係者を対象に基礎研修を実施しました。

（１）基礎研修の開催内容

開催日・場所 主な内容 対象者 参加者数

平成 2 3年 2月 1 0日 １事業説明「福島県精神障がい者地域生活移行 市町村職員、

（木） 支援特別対策事業について」 精神科病院、 ６０人

14 00～16 00 説明 福島県県南保健福祉事務所 精神障がい者: :

障害者支援チーム 関連事業所、

サンフレッシュ白河 主任保健技師 逸見京子 社会福祉協議

２講演「精神医療サバイバーとして地域の方に 会、民生児童

支えられての活動～」 委員、精神保

講師 精神医療サバイバー 広田和子氏 健福祉ボラン

ティア

５ 精神障がい者地域生活移行支援特別対策事業

（根拠）福島県精神障がい者地域生活移行支援特別対策事業実施要綱

精神科病院に入院している精神障がい者のうち、病状が安定しており受入条件が

整えば退院可能な者に対し、退院に向けた支援を行い、地域の受入体制の整備を図

ることにより、精神障がい者が自ら望む地域で自立した生活をできるようにするこ

とを目的として、委託医療機関への支援、ワーキングループの開催等を実施しまし

た。 （参照資料編 表28）

（１）委託医療機関 西白河病院 対象者６人

（２）県南保健福祉圏域精神障がい者地域移行ワーキンググループの開催

（根拠）県南保健福祉圏域精神障がい者地域生活移行ワーキンググループ設置要綱

精神障がい者地域生活移行を円滑に推進するため、関係機関によるワーキング

グループを開催し、対象者の支援と地域の課題の検討を実施しました。

年月日 内 容 参加者

平成22 １ 平成21年度精神障がい者地域生活移行支援特別対策事業実 ２９人

１年4月23 施結果について

日 金 ２ 平成22年度精神障がい者地域生活移行支援特別対策事業に（ ）

ついて

３ 地域の支援体制について

２5月26日 社会資源一覧の作成について １１人

（月）

３6月29日 １ 西白河病院の対象ｹｰｽについて １８人

（火） ２ 情報交換

10月20 １ 平成21年度事業対象者の経過報告 ２８人

４日(水) ２ 平成22年度事業対象者の進捗状況と個別支援計画の検討

３ 地域の支援体制について

平成23 西白河病院対象者の個別支援計画に関する検討 ９人

５年1月12

（ ）日 水

2月24日 １ 平成22年度の事業対象者の支援結果と意見交換 ２０人

６（木） ２ 平成23年度精神障がい者地域生活移行特別支援事業の実施

予定について

３ 地域の支援体制の情報交換
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Ⅳ－５）－イ－１ 人権への配慮と医療の確保

１ 精神障がい者の措置入院等に関すること

（根拠）精神保健福祉法第２３条～第３１条、第３４条

精神障がい者に関する住民、警察官からの通報等を受けて、調査、指定医による

診察、入院措置等を実施しました。

単位：件■精神保健福祉法に基づく申請・通報・届出・診察実施状況

申請 通 報 精神病 移 送 合計 診察 診 察 要

一般 警察 検察 保護観 矯正 院管理 不要 措置(34条)

人 官 官 察所の 施設 者の届 １次 ２次

長 の長 出（ ）23条 (24条) (25条)

(25条の2) (26条の2)(26条)

0 15 5 0 2 1 1 24 6 18 7 7

単位：人■措置入院患者の状況

前年度末措置患者数 新規・転入患者数 解除患者数 転出患者数 年度末患者数

0 7 4 2 1

■医療保護入院患者の状況

入院届件数 退院届件数

58 42

２ 精神病院実地指導及び入院者の実地審査

（根拠）精神保健福祉法第３８条の６

福島県精神病院実地指導要領

精神病院に対する指導監督等の徹底を図るため、一般実地指導、特別実地指導及

び実地審査を実施しました。

・実地指導：３病院（特別１病院・一般２病院）

・実地審査：措置入院５人 医療保護入院１０人 措置入院３ヶ月後 １人

Ⅳ－５）－イ－２ 在宅福祉サービスの充実

１ 重度障がい者支援事業

（根拠）福島県重度障がい者支援事業費補助金交付要綱

（ （ ） （ ） ）重度心身障がい者に係る医療費等についての支援 以下の １ ～ ３ の事業

を行った市町村に対して、補助金を交付しました。

・実施市町村 ９市町村

・補助率 １／２

・補助額 128,974千円

（１）重度心身障がい者医療費補助事業

重度心身障がい者の健康保持と福祉増進を図るため、医療費自己負担額につい

ての助成を行った市町村に対して、補助金を交付しました。
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（２）在宅重度障がい者対策事業

日常生活において、常に医療的処置を必要とする在宅重度障がい者への治療材

料等の給付を行った市町村に対して、補助金を交付しました。

（３）人工透析患者通院交通費補助事業

人工透析を受けている通院患者の通院に要する費用の助成を行った市町村に

対して、補助金を交付しました。

２ 特別障害者手当等の支給事業

（根拠）特別児童扶養手当等の支給に関する法律

精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を

要する障がい者等に対して、特別障がい者手当等を支給し、その負担の軽減を図り

ました。
・支給総額 19,995千円

平成23年3月31日現在 単位：人■特別障害者手当等受給者数

市町村 特別障害者手 障害児福祉手 福祉手当（経過 計

当受給者数 当受給者数 措置）受給者数

白河市 参考 40 28 2 70（ ）

西 郷 村 4 10 0 14

泉 崎 村 8 3 1 12

中 島 村 3 2 1 6

矢 吹 町 9 6 2 17

棚 倉 町 4 5 1 10

矢 祭 町 6 3 0 9

塙 町 3 4 1 8

鮫 川 村 4 2 0 6

計 6 82町村 41 35

22年度月額 ＠26,440円 ＠14,380円 ＠14,380円

自立支援給付費負担金関係事業３

障がい者及び障がい児の福祉の増進を図ることを目的に市町村が障害者自立支援

法第９２条に基づき支弁する費用に対して負担金を交付しました。

（１）障害福祉サービス費等

（根拠）福島県障がい者自立支援給付費負担金交付要綱

障がい者及び障がい児が障害福祉サービスを受けた場合、市町村が支弁する介護

給付費等に対して負担金を交付しました。

・実施市町村 ９市町村

・負担率 １／４

・負担額 353,997千円
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■障害福祉サービス費等対象者延人員
事 業 種 別 対象者延人員（人）

居宅介護等 １，２１２
児童デイサービス １，０１３
短期入所 ２８６
共同生活援助 ６８８
療養介護（医療を除く） ３６
生活介護 １，３８１
共同生活介護 ２５７
施設入所支援 ４９５
自立訓練 １３３
就労移行支援 ３５８
就労継続支援 １，９１７
旧法施設支援 ３，０９１
高額障害福祉サービス １４８

サービス利用計画書作成 ４６

特定障害者特別給付 ２，４４９

特例特定障害者特別給付 ２４

合 計 １３，５３４

（２）自立支援医療（更生医療）

（根拠）福島県障がい者自立支援給付費負担金交付要綱

身体障がい者が自立支援医療（更生医療）を受けた場合、市町村が実施する給付

事業に対して負担金を交付しました。

・実施市町村 ８市町村

・負担率 １／４

・負担額 19,913千円

・対象者延人員 ４８０人

（３）療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費

（根拠）福島県障がい者自立支援給付費負担金交付要綱

障がい者が療養介護医療を受けた場合、市町村が実施する給付事業に対して負担

金を交付しました。

・実施市町村 ３市町村

・負担率 １／４

・負担額 597千円

・対象者延人員 ３６人

（４）補装具費

（根拠）福島県障がい者自立支援給付費負担金交付要綱

市町村が実施する、身体障がい者のための補装具費給付事業に対して負担金を交

付しました。

・実施市町村 ９市町村

・負担率 １／４

・負担額 7,246千円

・対象者延人員 ２４７人
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■補装具費給付等状況

区 分 購入件数 修理件数 計

義 肢 １７ １９ ３６
装 具 ４２ １０ ５２
座位保持装置 ８ ０ ８
盲人安全つえ ９ ０ ９
義 鏡 ０ ０ ０
眼 鏡 １３ １ １４
補聴器 ３８ １９ ５７
車いす ４０ ２９ ６９
電動車いす １ ４ ５
座位保持いす ２ ０ ２
起立保持具 ０ ０ ０
歩行器 ３ ０ ３
頭部保持具 ０ ０ ０
排便補助具 ０ ０ ０
歩行補助つえ ５ ０ ５
重度障がい者用意思伝達装置 １ ０ １

計 １７９ ８２ ２６１

４ 福島県地域生活支援事業費補助金
障害者自立支援法に基づき、障がい者及び障がい児がその有する能力及び適正に

応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者

の状況に応じた柔軟な事業形態により効率的・効果的に支援を実施することにより

障がい者及び障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする事業を実施した市町村

に対して補助金を交付しました。

（１）相談支援事業

（根拠）福島県地域生活支援事業費等補助金交付要綱

市町村が行う障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要

な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行う事業に対して、補助金を交付し

ました。

・実施市町村 ２市町
・補助率 １／４

・補助額 632千円

（２）日常生活用具給付等事業

（根拠）福島県地域生活支援事業費等補助金交付要綱

市町村が重度障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付

又は貸与を行う事業に対して、補助金を交付しました。

・実施市町村 ９市町村

・補助率 １／４

・補助額 5,878千円
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■日常生活用具給付状況

区 分 件数 区 分 件数

特殊寝台 6 盲人用体温計（音声式） 0

特殊マット 3 盲人用体重計 1

特殊尿器 0 携帯用会話補助装置 0

入浴担架 0 情報・通信支援用具 3

体位変換器 0 点字ディスプレイ 0

移動・移動支援用具 7 点字器 1

訓練いす（児のみ） 0 点字タイプライター 1

訓練用ベット（児のみ） 0 2視覚障害者用ポータブルレコーダー

吸入器 0 0視覚障害者用活字文書読み上げ装置

入浴補助用具 7 視覚障害者用拡大読書器 3

便器 0 盲人用時計 6

Ｔ字状・棒状のつえ 4 聴覚障害者用通信装置 1

歩行支援用具 1 聴覚障害者用情報受信装置 1

頭部保護帽 1 人口喉頭 4

特殊便器 1 福祉電話（貸与） 0

火災警報器 2 ファックス（貸与） 0

自動消火器 0 0視覚障害者用ワードプロセッサー

電磁調理器 0 点字図書 0

2,344歩行時間延長信号機用小型送信機 0 ストーマ装具

聴覚障害者用屋内信号装置 4 紙おむつ等 0

透析液加湿器 3 収尿器 0

ネブライザー（吸引器） 5 居宅生活動作補助用具 4

電気式たん吸引器 3 点字テプラ 0

酸素ボンベ運搬車 0 計 2,418

（３）移動支援事業
（根拠）福島県地域生活支援事業費等補助金交付要綱

市町村が屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行
う事業に対して、補助金を交付しました。

・実施市町村 ９市町村
・補助率 １／４
・補助額 2,269千円

（４）地域活動支援センター機能強化事業
（根拠）福島県地域生活支援事業費等補助金交付要綱

障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等
の便宜を図る地域活動支援センターについて市町村が行う機能強化事業に対して、
補助金を交付しました。

・実施市町村 ９市町村
・補助率 １／４

・補助額 1,259千円

（５）その他の事業

（根拠）福島県地域生活支援事業費等補助金交付要綱

市町村の判断により、障がいのある人が、自立した日常生活又は社会生活を営む

ために行った事業に対して、補助金を交付しました。
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・実施市町村 ９市町村

・補助率 １／４

・補助額 5,301千円

５ 福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金

障害者自立支援法の施行に伴う激変緩和、新たな事業に直ちには移行できない事

業者の経過的な支援等新法への円滑な移行の促進を図るため、県に設置した基金に

より、障がい者及び障がい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

ように支援することを目的とする。

（１）事業運営安定化事業

（根拠）福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金交付要綱

報酬の日払い方式の導入に即座に対応することが困難な事業所について、従来の

月払いによる報酬額の９０%を保障するとともに、新体系へ移行した場合について

も、従来の報酬単価の９０%を保障し、事業所のより一層の安定的な運営を確保す

ることを目的とする。

・実施市町村 ８市町村

・補助率 ３／４

・補助額 7,412千円

（２）移行時運営安定化事業

（根拠）福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金交付要綱

旧体系の施設等が新体系の障害福祉サービス事業所等へ移行した場合に、新体系

移行前の報酬水準を基準とした助成を行うことにより、新体系への移行を促進する

とともに事業運営の安定化を図ることを目的とする。

・実施市町村 １町

・補助率 １０／１０

・補助額 180千円

（３）通所サービス移行促進事業

（根拠）福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金交付要綱

通所サービスにおいて、利用者がサービスを利用しやすくするとともに、送迎サ

ービスの利用に係る利用者負担の軽減を図ることを目的とする。

・実施市町村 ４市町村

・補助率 ３／４

・補助額 9,496千円

（４）新事業移行促進事業

（根拠）福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金交付要綱

新体系への移行に伴うコストの増加等に対応できるよう、移行した新体系事業所

等に一定の助成を行うことにより、旧体系施設から新体系への移行を促進すること

を目的とする。

・実施市町村 ８市町村

・補助率 ３／４

・補助額 234千円

（５）障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業

（根拠）福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金交付要綱

法の施行に伴い、一時的に必要となる制度改正の周知徹底や、システム改修経費

等に対する助成を行う。
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・実施市町村 ４町村

・補助率 １０／１０

・補助額 2,058千円

（６）進行性筋萎縮症者療育等給付事業受給者に対する激変緩和措置

（根拠）福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金交付要綱

進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者で引き続き「療養介護等」の対象となる

者については、他制度利用者に比べ、大幅な負担増となる場合があることから、生

活支援を行い、生活環境の大幅な変化を緩和することを目的とする。

・実施市町村 １町

・補助率 ３／４

・補助額 5千円

（７）視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業

（根拠）福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金交付要綱

地域における障がい者に対する情報バリアフリーを一層促進するため、平成２３

年の地上デジタル放送への完全移行に伴う緊急支援を行うことにより、障がい者へ

の情報支援の充実を図ることを目的とする。

・実施市町村 １村

・補助率 １０／１０

・補助額 75千円

（８）障害児を育てる地域の支援体制整備事業

（根拠）福島県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金交付要綱

障がい児を育てる保護者の相談支援の充実を図るため、個別支援計画や支援の情

報を関係機関で共有し、障がい児の一貫した支援を行う制度の構築を目的とする。

・実施市町村 １町

・補助率 １０／１０

・補助額 219千円

Ⅳ－５）－イ－３ 総合療育体制の推進

１ 障がい児（者）地域療育等支援事業

（根拠）福島県障がい児（者）地域療育等支援事業実施要綱

障がい児（者）専門相談支援事業として相談支援アドバイザーを配置し、市町

村の相談支援体制整備等を支援するとともに、障がい児等療育支援事業として療育

の専門家を保護者や関係機関へ訪問させる等により、専門的な療育相談を実施しま

した。

・受託施設名 ２施設（相談支援アドバイザー各１名）

○白河市・西白河郡担当 白河こひつじ学園（西郷村）

○東白川郡担当 はなわ育成園 （塙 町）

・委託料 ５，９３４千円
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■受託施設における相談等の実施状況

障がい児(者)専門 障 が い 児 療 育 支 援 事 業

区 分 相 談 支 援 事 業

市町村の相 専門性が求

訪問支援 外来支援 療育機関談支援体制 められる相

受託施設名 支援への助言・ 談への直接

指導 支援

白河こひつじ学園 １４８ ８５ ２７ ２ ９

は な わ 育 成 園 ９９ ４４ １０ ３１ ３

２ 発達障がい児地域療育機能強化事業
（根拠）発達障がい児地域療育機能強化事業実施要綱

児童デイサービス事業所の療育場面を活用し、発達障がい児等への療育体験や助
言、情報提供を行うとともに、発達障がい児等が通所する保育所等への支援や調整
を実施しました。
・受託事業所名 発達支援センターまきびと（西郷村）
・委託料 ８９２千円
■受託施設における相談等の実施状況

区 分

療育体験実習 保育所等支援 サポートコーチ

受託法人 と の 連 携

社会福祉法人

牧 人 会 ７８ １１ １３

３ 発達障がいサポートコーチ事業
（根拠）発達障がいサポートコーチ事業実施要綱

発達障がいサポートコーチを配置し、発達障がい児等の地域生活を支えるため、
専門機関や関係機関と連携しながら、発達障がい児等が利用できる支援機関のコー
ディネートなどの支援を実施しました。
・受託法人名 社会福祉法人牧人会（西郷村）
・委託料 ５５２千円
■受託施設における相談等の実施状況

区 分 個別支援計 療育機能強 地域の社会 市町村等の

画による支 化事業との 資源の開発 支援体制整

受託法人 援 連携 備の推進

牧 人 会 ３９ ３２ ３８ １２

Ⅳ－６） ＤＶ、虐待防止及び被害者等の保護・支援

１ 女性相談支援事業

（根拠）福島県女性保護事業実施要綱

さまざまな問題や悩みを抱える女性を支援するため、相談機能の充実を図り女性
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福祉の向上に努めました。

女性相談の内容は、夫等の暴力や離婚等に関するものが最も多く、次いで住居問

題、子どもの問題が多くなっています。

・女性相談員兼母子自立支援員 １人

（ ）・女性相談受付件数 ２４３件 参照資料編 表29,30

２ 配偶者暴力相談支援事業

（根拠）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第３条第３項

配偶者暴力相談支援センターとして夫等からの暴力を主訴とする相談を受け付け

て（上記243件に含む ）助言・指導を行うとともに、一時保護の委託、保護命令。

申立の支援等を行いました。

また、女性のための相談支援センターが主催する女性相談に関する研修などへ参

加することにより、ＤＶに関する各種法制度の知識の取得、相談対応技法の習得、

実務的能力の向上を通して、ＤＶ被害者との相談対応能力の強化に努めました。

（参照資料編 表31）

３ 高齢者虐待防止ネットワーク体制整備支援事業

（根拠）高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

高齢者虐待の発生予防・早期発見、虐待を受けた高齢者や養護者に対する適切な

支援を行うためには、関係団体、関係機関等との連携・協力体制を構築しておくこ

とが重要であることから、全県組織を持つ関係団体や行政組織などによる連携会議

を設置するとともに、町村のネットワーク構築を支援するため、連絡会議を実施し

ました。

(１)高齢者虐待対応方部別連絡会議の開催

市町村間でネットワーク構築の状況に関する情報交換や虐待対応事例に関する検

、 、討等を行い 各市町村の高齢者虐待防止への取り組みを支援することを目的として

会議を開催しました。

・開催日 平成２３年１月１３日

Ⅳ－７） 生活保護制度の適正実施

１ 生活保護の適正実施

（根拠）生活保護法

管内に居住する生活困窮者に対し、その困窮の程度に応じ、世帯を単位として必

要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するこ

とを目的に生活保護法に基づく各種の扶助（生活・教育・住宅・医療・介護・出産

・生業・葬祭）を実施しました。

平成２２年度における管内の生活保護業務概況は、次のとおりです。

（１）生活保護の実施状況
■被保護世帯数及び被保護人員

区 分 被保護世帯数 被保護人員 保護率

２２年度当初 447世帯 567人 6.6‰

２２年度末 481世帯 633人 7.5‰

（出典：福祉行政報告例）

保護率(‰ パーミル・千分率)＝被保護人員÷管内人口:
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平成２２年度末における被保護世帯数は４８１世帯、被保護人員は６３３人、保

護率は7.4‰となっています。

（出典：福祉行政報告例）

■被保護世帯数及び被保護人員の推移（月平均値）

区 分 被保護世帯数 被保護人員 保護率

１９年度 377世帯 487人 5.6‰

２０年度 379世帯 481人 5.6‰

２１年度 424世帯 547人 6.4‰

２２年度 471世帯 608人 7.1‰

出典：福祉行政報告例）(

次に、生活保護の推移を見ると、保護率は緩やかな上昇傾向にありましたが、平

。 （ ）成２０年の世界的な金融危機後は急激に増加しました 参照資料編 表32

被保護世帯増加の主な要因として、長期にわたる景気の低迷や失業、高齢化の進

行、家族間における扶養意識の希薄化などが挙げられますが、平成２３年３月の東

日本大震災も増加の一因となっています。

（２）町村別、扶助別被保護世帯の状況

■町村別被保護世帯数(平成22年度月平均値) 単位：世帯

西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 塙 町 鮫川村 合 計

78 24 10 142 93 38 74 12 471

（出典：福祉行政報告例）
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平成２２年度における被保護世帯の町村別内訳を月平均値で見ると、全４７１世

帯中、矢吹町が１４２世帯で最も多く、次いで棚倉町が９３世帯、西郷村が７８世

帯、塙町が７４世帯となっています。 （参照資料編 表33）

■扶助別被保護世帯数(月平均値) 単位：世帯

区 分 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 そ の 他 合 計

１９年度 317 209 22 58 348 5 959

２０年度 316 210 19 63 340 6 955

２１年度 349 238 22 64 375 10 1,059

２２年度 389 268 22 79 424 15 1,197

（出典：福祉行政報告例）

平成２２年度における被保護世帯の扶助別内訳を月平均値で見ると、全４７１

世帯中、医療扶助が４２４世帯で最も多く、次いで生活扶助が３８９世帯、住宅

扶助が２６８世帯となっています。

これら３つの扶助は、大半の世帯が給付を受けており、扶助の中心となってい

。 （ ）ます 参照資料編 表33

（３）生活保護の開始・廃止状況

■保護申請、開始及び廃止件数 単位：件

区 分 申 請 開 始 廃 止

１９年度 63 47 53

２０年度 91 66 37

２１年度 130 106 54

２２年度 108 85 49

（出典：保護申請処理簿、保護廃止処理簿）

平成２２年度における生活保護の申請件数は１０８件でした。

また、平成２２年度における開始は８５件、廃止は４９件であり、開始が廃止

を３６件上回り被保護世帯数は増加しました。
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■生活保護開始の主たる要因 単位：世帯

区 分 世帯主の 世帯員の そ の 他 合 計働きによる 仕送りの 手持現金貯金

収入減少喪失 の減少・喪失傷病 傷病 減少・喪失

１９年度 19 0 2 1 20 5 47

２０年度 21 0 3 7 34 1 66

２１年度 36 0 12 5 44 9 106

２２年度 21 1 8 9 36 10 85

（出典：保護申請処理簿）

平成２２年度における生活保護開始の主たる要因は、手持現金貯金の減少・喪

失が３６世帯で最も多く、次いで世帯主の傷病が２１世帯、仕送りの減少・喪失
が９世帯となっています。 （参照資料編 表34）

■生活保護廃止の主たる要因 単位：世帯

区 分 死 亡 施設入所 そ の 他 合 計働きによる 社会保障給付 仕送り金等の

収入増加取得 金の増加 増加失 踪

１９年度 16 12 3 0 4 18 53

２０年度 16 3 4 5 0 9 37

２１年度 25 1 7 0 0 21 54

２２年度 18 5 1 0 1 24 49

（出典：保護廃止処理簿）

平成２２年度における生活保護廃止の主たる要因は、その他が２４世帯（うち
他管内転出９世帯）で最も多く、次いで死亡・失踪が１８世帯となっています。

参照資料編 表35)（

（４）医療扶助人員の状況

入院・入院外別、単給・併給別医療扶助人員 単位：人 (延人員）■

入 院 入 院 外総 医 療

扶助人員区 分

計 計医療扶助単給 他扶助併給 医療扶助単給 他扶助併給

１９年度 5,098 315 366 681 245 4,172 4,417

２０年度 4,855 259 196 455 278 4,122 4,400

２１年度 5,445 341 343 684 286 4,475 4,761

２２年度 6,161 279 327 606 244 5,311 5,555

（出典：福祉行政報告例）
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平成２２年度における総医療扶助人員を入院・入院外の別で見ると、入院が延

６０６人、入院外が延５，５５５人となっています。

また、これを医療扶助単給・他の扶助との併給の別で見ると、入院では医療扶

助単給と他の扶助との併給の割合がほぼ半々となっていますが、入院外では大半

が他の扶助との併給となっています。 （参照資料編 表36）

（５）生活保護施設の利用状況

■生活保護施設別利用者数 単位：人

矢吹授産場（法別利用内訳）救 護 施 設

区 分

からまつ荘 矢吹緑風園 その他 計 生活保護法 みなし保護郡山せいわ園

１９年度末 22 15 4 2 43 14 7

２０年度末 21 15 4 1 41 15 6

２１年度末 20 16 4 1 41 14 6

２２年度末 21 16 4 1 42 16 6

（出典：施設事務費支給台帳）

平成２２年度末における生活保護施設の利用状況は、救護施設では入所者数が前

年度末より１人多い４２人となっています。

救護施設別内訳では、からまつ荘が２１人で最も多く、次いで矢吹緑風園が１６

人、郡山せいわ園が４人となっています。

矢吹授産場では、生活保護法が２人増えて１６人となり、みなし保護が前年度末

、 。 （ ）と同数の６人であり 計２２人となりました 参照資料編 表37

（６）被保護世帯の世帯類型

■被保護世帯の世帯類型別内訳 単位：世帯

内 訳

被保護世帯数区 分

障がい者世帯 傷病者世帯 その他の世帯高齢者世帯 母子世帯

371 168 15 67 67 54２０年３月分

397 181 18 81 68 49２１年３月分

449 201 19 84 72 73２２年３月分

486 210 22 91 81 82２３年３月分

（出典：福祉行政報告例）

平成２３年３月における被保護世帯の世帯類型は、高齢者世帯が２１０世帯で最

も多く、次いで障がい者世帯が９１世帯、その他の世帯が８２世帯、傷病者世帯が

８１世帯となっています。

高齢化の進行を背景に、高齢者世帯が全体の４割以上を占めています。

（ ）参照資料編 表38
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（７）被保護世帯の就労状況

■被保護世帯の世帯構成別就労状況 単位：世帯

単身世帯 ２人以上の世帯 合 計区 分

39 33 72働いている者がいる世帯

２０年３月分
261 38 299働いている者のいない世帯

40 32 72働いている者がいる世帯

２１年３月分
284 41 325働いている者のいない世帯

47 32 79働いている者がいる世帯

２２年３月分
316 54 370働いている者のいない世帯

48 42 90働いている者がいる世帯

２３年３月分

345 51 396働いている者のいない世帯

（出典：福祉行政報告例）

被保護世帯の構成を平成２３年３月で見ると、単身世帯が計３９３世帯、２人

以上の世帯が計９３世帯となっており、単身世帯が全体の８割を占めています。

就労形態別では、働いている者がいる世帯が計９０世帯、働いている者のいな

い世帯が計３９６世帯となっており、就労している者のいない世帯が全体の８割

を占めています。 （参照資料編 表39）

（８）保護費の推移

上段は構成比、単位：％ 下段は支出額、単位：千円■保護費の扶助別支出内訳

生活扶助費 住宅扶助費 医療扶助費 施設事務費 合 計区 分 その他の扶助費

１９年度 28.1 6.3 48.3 2.8 14.5 100
204,867 45,646 353,111 20,560 106,164 730,348

２０年度 27.6 6.3 48.3 3.2 14.5 100
204,832 46,872 358,116 23,758 106,563 741,141

２１年度 28.1 6.7 49.2 3.2 12.8 100
236,149 56,732 414,099 26,394 107,415 840,789

２２年度 29.2 7.1 48.3 3.5 11.9 100

266,270 65,247 440,867 31,898 108,603 912,885

（出典：生活保護費経理状況調）

平成２２年度において当所管内で支出した保護費の総額は、本庁払分も含め

912,885千円となりました。扶助費の内訳を見ると、医療扶助費が440,867千円で

最も多く、次いで生活扶助費が266,270千円、施設事務費が108,603千円、住宅扶

助費が65,247千円となっています。

（ ）参照資料編 表40

（９）自立支援プログラムの実施状況

平成２２年度においては、稼働能力のある被保護者に対する就労支援及び長期

に入院している被保護者で病状が安定していて入院治療の必要性がなく、受入条

件が整えば退院可能な者について退院に向けた取り組みを行いましたが、その実

施状況は次のとおりとなっています。
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■福島県生活保護就労自立促進事業

支援人数 ５５人

就労開始人数 延べ２３人

・うち就労開始に伴う廃止世帯０世帯

■福島県長期入院患者退院促進事業

支援人数 ２人

退院人数 １人

Ⅴ 誰もが安全で安心できる生活の確保

Ⅴ－１） ユニバーサルデザインに配慮した人にやさしいまちづくりの推
進

１ おもいやり駐車場利用制度推進事業

（根拠）おもいやり駐車場利用制度実施要綱

、 、 、 「 、 、 」スーパー 病院 公共施設などには 歩行が困難な 障がい者 高齢者 妊産婦

などが車を停めるためのスペース（車いすマークのある駐車場）が設置されていま

すが、このスペースを必要としない方々の心ない利用により 「必要としている方、

が必要としている時に」利用できない場合が多くあります。

この「おもいやり駐車場利用制度」は、福島県がおもいやり駐車場を利用できる

、 、者を明確にし おもいやり駐車場で利用できる共通の利用証を交付することにより

おもいやり駐車場の適正利用を図ることを目的として、平成２１年７月１ 日か

ら実施しております。

○ 利用証交付数(平成２３年３月３１日現在）

県南 ６１８件

○ 利用制度協力施設(平成２３年３月３１日現在）

県南 ５１施設

２ 「福島県やさしさマーク」交付事業

（根拠）福島県やさしさマーク交付要綱

、 、 、 、 、商店 飲食店 理美容所 金融機関 病院など不特定多数の人が利用する施設で

、 、お年寄りや身体の不自由な人をはじめ すべての人が安心して利用できるよう段差

通路幅の確保、車いす用トイレの整備など「人にやさしいまちづくり条例」の整備

基準を満たしている建物に「やさしさマーク」を交付しています。

（参照資料編 表41）

Ⅴ－２） 生活衛生水準の維持向上

１ 生活衛生関係営業施設等の衛生指導事業

（ ） 、 、 、 、 、 、根拠 興行場法 旅館業法 公衆浴場法 理容師法 美容師法 クリーニング業法

墓地埋葬等に関する法律、温泉法他

（１）生活衛生関係施設等の衛生指導

生活衛生関係営業施設は微減傾向にあり、中でも旅館、クリーニング取次所等は

施設の老朽化や営業形態の変化等により減少傾向にあります。

営業施設に対しては定期的な監視指導を実施し、衛生管理基準の遵守に向けた指

。 （ ）導を行いました 参照資料編 表42



ホテル 旅館 簡易宿所 下宿 普通 その他 一般 取次所

10 36 5 4 19 97 127 15 42 355

8 16 4 11 24 23 2 5 93

1 3 3 1 2 7 9 4 30

1 1 7 6 1 2 18

2 8 2 1 1 7 28 40 4 13 106

21 64 14 1 6 0 40 163 205 22 66 602

4 13 2 1 7 26 37 3 17 110

6 4 2 7 12 1 3 35

1 10 1 2 15 24 5 10 68

4 5 2 6 4 2 23

5 33 12 0 1 0 13 54 77 9 32 236

26 97 26 1 7 0 53 217 282 31 98 838

21年度 26 99 27 1 7 0 54 219 282 31 97 843

20年度 27 101 26 1 7 0 54 226 283 32 101 858

１9年度 27 101 26 1 7 0 54 226 283 32 101 858

１8年度 25 107 25 1 7 0 54 223 286 33 105 866

１7年度 26 111 24 1 7 0 54 227 281 33 107 871

中　島　村

塙　　　町

矢　祭　町

小　　計

白　河　市

泉　崎　村

西　郷　村

棚　倉　町

年
度
別
施
設
数

矢　吹　町

小　　計

合　　計

鮫　川　村

合　計
クリーニング所

市町村 理容所 美容所
旅　　館　　業

興行場
公衆浴場
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平成23年3月31日現在■市町村別環境衛生関係営業施設数

ア ホテル営業、旅館営業及び簡易宿所の内訳

イ 興行場の内訳

ウ 公衆浴場の内訳

エ クリーニング所の内訳

0 2 6 1 8 13 2 21 53

普通公
衆浴場

むし風呂 総数老人福祉セ
ンター

その他デイサー
ビス

ヘルスセン
ター等

旅館 温泉

1 1 9 14 1 26
2 3 1 4 20 5 59 2 1 97

（通年） 1 1 10 1 4 17
 (季節） 2 7 9

総数
公的
宿泊
施設

民間
企業
保養
所

ホテ
ル

ペン
ション

山小屋
バンガ
ロー

簡易宿
所営業

ホテル営業
旅館　営業

その他
農林漁
業体験
民宿

ビジネ
スホテ

ル

モーテ
ル類似
施設

観光
旅館

普通旅
館又は
簡易宿

所

スポーツ施設等 公会堂・市民会館等 総数

2 5 7

31 2 3 0 0 98 129

取次所一般 総数
特定洗濯物取扱
施設(再掲）

リネン
(再掲）

パーク使
用施設

エタン使
用施設
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オ 理容・美容所及びクリーニング所従業員数の内訳

平成23年3月31日現在（２）生活衛生関係その他の施設

ア 火葬場等施設の内訳

イ 特定建築物の内訳

理容師数 その他 小　計 美容師数 その他 小　計 クリーニング師数 その他 小　計

427 4 431 466 6 472 44 235 279

理　　　容　　　所 美　　　容　　　所 クリーニング所

無店舗
取次店

源泉 利用施設

1 177 23 6 12 1 7 7 7 241

57 8 1 5 29 22 122

10 1  1 3 3 18

14 1 0 1 1 17

1 49 6 3 1 8 8 76

2 307 37 7 17 1 14 48 41 474

1 92 4 2 3 2 2 3 109

69 1 1 1 3 3 78

89 1 2 1 1 10 10 114

46 1 5 2 54

1 296 6 4 5 5 20 18 355

3 603 43 11 22 1 19 68 59 829

21年度 3 603 42 10 22 18 67 60 825

20年度 3 601 42 10 20 19 65 60 820

19年度 3 603 41 9 17 19 64 60 816

18年度 3 603 41 9 16 18 64 64 818

17年度 3 602 41 9 16 18 64 60 813

小　　計

白　河　市

西　郷　村

泉　崎　村

中　島　村

矢　吹　町

施
設
数

火葬場 合　計
温  泉

市町村
コイン
ランド
リー

墓地・
納骨堂

特定建築
物

建築物環
境衛生登
録業

一般
プール

小　　計

合　　計

棚　倉　町

矢　祭　町

塙　　　町

鮫　川　村

公　営 その他 小　計 公　営 法　人 共　同 個　人 小　計 公　営 法　人 小　計

3 3 375 125 58 43 601 2 2

火　葬　場 納　骨　堂墓　　　　　　地

（4） （5） （1） (2) (2) (12)

4 14 6 1 2 10 7 43

管理技術者選任数 4 14 6 1 2 10 7 43

（　）内は公用公共施設数        

特定建築物数

学　校 旅　館 計その他興行場 店　舗 事務所
専ら事務所
（再掲）
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ウ 建築物環境衛生に係る登録営業者の内訳

エ 遊泳用プール施設の内訳

２ 環境衛生確保対策事業

（１）レジオネラ属菌水質検査事業

（根拠）レジオネラ属菌水質検査事業実施要領

旅館及び公衆浴場浴槽水のレジオネラ属菌行政検査を実施し、関連設備の衛生

管理指導を行いました。

レジオネラ属菌が検出された施設に対しては、直ちに立入検査を行うととも

に、改善対策実施後の確認のために自主検査の実施を指導しました。検査の結果

全ての施設において基準値以下となったことを確認しました。

■レジオネラ属菌水質検査結果

（２） 理容所美容所衛生確保対策事業

（根拠）理容所美容所衛生対策確保対策事業実施要領

皮膚に接する器具の消毒効果確認のため、フードスタンプを用いてブドウ球菌及

び一般細菌の検査を実施し、その結果に基づき消毒方法について適切な指導、啓発

を行いました。

陽性となった施設に対しては、立入等により適切な消毒方法を指導しました。

■フードスタンプ検査結果

３ 家庭用品安全対策試買検査

（根拠）家庭用品試買検査実施要領

乳幼児用衣服や繊維製品、エアゾール製品等の家庭用品について試買検査を実施

しました。検査の結果、全て基準に適合していることを確認しました。

3 7 1 11

計
総合管
理業

ねずみ
昆虫等
防除業

排水管
清掃業

空気環
境測定
業

建築物
清掃業

飲料水
貯水槽
清掃業

環境衛
生一般
管理業

飲料水
水質検
査業

空調ダ
クト清
掃業

公　営 民　営 計

13 6 19

不検出 検　出

15 11 4 10cfu/100ml未満

検査結果
検査施設数

備　　考
（基準値）

検査施設
数

ブドウ球
菌検出数

一般細菌
検出数

いずれも
不検出

検査施設
数

ブドウ球
菌検出数

一般細菌
検出数

いずれも
不検出

カミソリ 15 5 3 7 9 0 5 4

はさみ 15 0 3 12 12 3 2 7

くし 15 5 3 7 12 2 2 8

ﾋｹﾞﾌﾞﾗｼ 15 4 6 5 － － － －

理　容　所 美　容　所
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■家庭用品安全対策試買検査状況

４ ねずみ・衛生害虫等の駆除相談

住民からの害虫等の同定、駆除に関する相談に応じるとともに、内容によっては現

地確認又は専門業者の紹介を行いました。

■ねずみ・衛生害虫の相談状況

５ 衛生講習会の実施

営業者の衛生管理意識の向上を図るため、関係組合等からの依頼に対して職員を派

遣し衛生講習を実施したほか、保健所主催の講習会も実施しました。

■衛生講習会実施状況

（人）区 分 主 催 者 回 数 受講者数

理容師会総会時衛生講話 理容組合矢吹支部 １ ２６

理容師衛生消毒講習会 理容組合矢吹支部 １ ３３

理容師衛生消毒講習会 理容組合東白川支部 １ ２０

理容師衛生消毒講習会 理容組合白河支部 １ ５３

理容師衛生消毒講習会 県南保健所 ４ ４９

美容師衛生消毒講習会 県南保健所 ４ ５５

計 １２ ２３６

６ 温泉保護対策事業

（根拠）福島県温泉保護利用対策要綱等

福島県温泉保護利用対策要綱及び関連通知に基づき、温泉資源の枯渇防止、安定

供給及び有効利用を図るため、源泉の管理状況、湧出量及び揚湯量の変化を監視し

ました。

また、温泉を公共の浴用に利用している施設に対して監視指導を行い、温泉の適

正利用を図りました。

検体数 5 5 3 13

不適数 0 0 0 0

計
ホルムアルデヒド

（生後２４ヶ月以内の

乳幼児のもの）

ホルムアルデヒド

（生後２４ヶ月以内の

乳幼児のものを除く）

メタノール

ｱﾀﾏｼﾞﾗﾐ ハチ ダニ その他 合計

苦情・相談数 8 8 1 7 24

被害者数 25 8 2 8 43

■温泉源泉数及び監視指導状況

自　　噴 動力装置 自　　噴 動力装置 自噴 動力

8 27 6 26 68 294 4,601 43

■温泉利用施設数及び監視指導状況

浴　　用 飲　　用

59 1 59 60
（浴用施設再掲）

平成23年3月31日現在

監視指導
実源泉数

監視指導
実施設数

温泉利用施設数
合計

利用源泉 未利用源泉
総源泉数

湧出量（l/分）



- -102

Ⅴ－３） 安全な水の安定的な確保

１ 水道施設等の整備に関する指導

（根拠）水道法

平成２２年３月末現在の管内の水道普及率は92.7％と県平均92.4％よりわずかに

高くなっていますが、山間部を抱える東白川郡３町村におては投資効率の観点等か

ら普及率が伸びておりません。

安心して飲める「おいしい水」が安定的に供給されるよう、また市町村等の水道

施設の整備が計画的かつ効率的に進められるよう、水道事業者に対する指導を実施

しました。

２ 水道施設等の衛生指導

水道法及び福島県給水施設等条例に基づき水道施設等の立入検査を実施し、維持管

理状況の把握や衛生管理指導を実施しました。 （参照資料編 表43）

３ 飲用井戸水の衛生対策指導

有害物質等による汚染が判明した飲用井戸の利用者に対しては水道水への転換を指

導したほか、水質検査の実施を指導しました。また、地下水環境基準を超過した井戸

について、県南地方振興局と連携して飲用指導を行いました。

75.0 

80.0 

85.0 

90.0 

95.0 

100.0 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

％ 水道普及率の推移

白河市・西白河郡

東白川郡

県南保健所管内

福島県全体

(H22.3.31現在）

２０年度 １９年度 １８年度 １７年度

64,728 63,079 97.5 97.4 97.3 96.7 98.1

19,756 19,098 96.7 95.2 94.3 92.2 92.1

6,590 5,733 87.0 87.0 87.1 87.2 86.9

5,024 4,813 95.8 95.9 95.5 96.3 95.9

18,547 16,753 90.3 90.7 90.3 92.3 92.3

114,645 109,476 95.5 95.3 95.0 94.7 95.4

15,130 14,746 97.5 97.2 97.2 97.1 97.4

6,388 5,727 89.7 90.0 89.5 88.9 87.4

9,887 7,745 78.3 78.0 78.4 78.3 78.0

3,989 1,339 33.6 31.6 31.1 29.8 29.8

35,394 29,557 83.5 83.2 83.0 82.7 82.4

150,039 139,033 92.7 92.4 92.1 91.8 92.2

2,032,302 1,877,463 92.4 92.2 92.1 91.8 91.9福　島　県

小　　計

棚　倉　町

矢　祭　町

塙　　　町

鮫　川　村

小　　計

矢　吹　町

白　河　市

西　郷　村

泉　崎　村

給水人口

合　　計

市町村
年度末水道普及率（％）

水道普及率

■市町村別水道普及状況

行政区域内
総人口

中　島　村
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Ⅴ－４） 食品等の安全性の確保

「福島県食品安全確保に関する基本方針」及び「食品安全確保対策プログラム」に

基づき農産物の残留農薬、食品中の添加物等の収去検査を実施するなど、生産から消

費に至る全ての段階で一貫した食品の安全性を確保し、さらに県が策定した「平成

２２年度食品衛生監視指導計画」に基づいて製造施設等の監視指導を実施し、食中毒

等、食品に起因する健康被害の未然防止を図りました。

また、食品取扱者や消費者を対象とした衛生講習会、小中学校の児童・生徒を対象

とした食の安全教室など各種講習会を開催し、広く食品衛生思想の普及啓発を行いま

した。

1 食品営業許可施設等の指導

（根拠）食品衛生法

（１）食品営業施設の許可状況

平成２２年度末現在の食品営業許可施設数は3,420施設で、このうち飲食店営

業が1,610施設と全体の約４７％を占めており、次いで喫茶店営業、乳類販売業

の順となっています。

また、営業許可を要しない施設数は3,344施設で、このうち菓子販売業が1,590

施設と全体の約４７％を占めており、次いで食品販売業、野菜果物販売業の順と

なっています。 （参照資料編 表44，45）

（２）食品関係施設の監視・指導

食品の製造加工、調理・販売施設など食品取扱施設に対する定期的な立入検査

を行って衛生確保の徹底を図るとともに、夏期一斉及び年末一斉取り締まりなど

により食中毒等の事故防止を指導しました。

平成２２年度における監視指導総数は4,914件で、その内許可施設の延べ監視

件数は2,390件、許可を要しない施設の延べ監視件数は2,524件となっています。

（参照資料編 表44,45）

また、卸売市場について施設の拭き取り検査を行い、その検査結果に基づいて

施設の衛生管理を指導しました。

■拭き取り検査

施 設 回 数 検 体 数 備 考

卸売市場（魚介 ２ ２７ 腸炎ビブリオ・大腸菌群・

類せり売業） 黄色ﾌﾞドウ球菌

２ 食品の安全対策事業

（根拠）食品衛生法

（１）食品等の収去検査

違反又は不良食品の流通を防止するため、食品製造施設や販売施設等から食品

等の収去検査及び買上検査を行い、その結果に基づいて衛生確保の指導を行いま

した。 （参照資料編 表46）
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■食品別収去検査状況

食品種別 総検体数 一般収去 安全対策収去

１５ １２ ３魚介類

１６ １６冷凍食品

１５ １５魚介類加工品

２２ １８ ４肉卵類加工品

乳製品

７ ７アイスクリーム類

４７ ４３ ４穀類・その加工品

７５ ３５ ４０野菜果物・その加工品

４６ ４６菓子類

４ ４清涼飲料水

１ １水

１３５ １３３ ２その他の食品

３８３ ３３０ ５３合 計

病原性微生物 留農薬・貝毒

・食品の成分 ・抗生物質等

検 査 目 的 規格・食品添

加物等

■食品別買上検査

食品種別 買上検体数 検 査 目 的

魚 介 類 ２ ｲﾜﾅ ﾆｼﾞﾏｽ（抗生物質等）.
合 計 ２

（２）食品衛生思想の普及啓発

ア 衛生教育

食品関係営業者や集団給食施設従事者などを対象に、衛生管理意識の向上や食

、 、中毒防止に関する衛生教育を行うとともに 食品営業者等からの依頼に対しては

講師を派遣して衛生講習会（出前講座）を実施し、食品衛生思想の普及啓発に努

めました。 ■衛生教育講習実施状況 単位：回又は人

また、小中学校の 区 分 実施回数 受講者数

児童・生徒を対象に 食品関係営業者等講習会 ２５ ７２５

食の安全教室を開催 食品衛生責任者養成講習会 ５ １５２

し、手洗い実習等の 食品衛生責任者再教育講習会 １３ １４２

体験学習を通じて幼 集団給食施設関係者講習会 ４ １７７

少期からの食中毒予 消費者等食品衛生講習会 ２ ４２

防の普及啓発に努め 小学校の食品衛生教室 ５３ １，４６０

ました。衛生教育の その他 ５ １５８

実施状況は、講習会 計 １０７ ２，８５６

を107回開催し、受講■出前講座（再掲）

者は2,856名で、出 区 分 実施回数 受講者数

前講座は36回、受講 営業者等 ２９ ６２４

者は710名でした。 消費者等 ２ ３０

その他 ５ ５６

計 ３６ ７１０

イ 食品衛生月間事業

食品衛生月間（８月）には、消費者に、食品製造施設において衛生管理方法等

、 、 、を実地に学習させるとともに 製品の安全確保に関する意見交換を行い 消費者

製造者、行政間の相互の理解を深めました。また、子どもたちに「食の安全・安
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心」について関心を持ってもらうため 「小学生の食の安全教室夏期講座」を開、

催しました。

■小学生の食の安全教室夏期講座
月 日 会 場 参 加 者

８月10日 相模ハム株式会社 白河工場 小学生児童：１０名
(白河市白坂牛清水105番地） 保護者（引率 ：６名）

会場関係者：３名
食品衛生関係団体：３名
行政機関（保健所 ：５名）

■街頭キャンペーン
月 日 場 所 参 加 者

８月10日 ジャスコ白河西郷店 県南食品衛生協会等１１名、保健所４名
８月11日 ヨークベニマル棚倉店 県南食品衛生協会等 ９名、保健所４名

３ 『食品安全１１０番』の状況（ ）

食品の安全に関する苦情、相談、問い合わせ等の総合窓口として、保健所に

『食品安全１１０番』を設置するとともに、違反や事件の疑いのあるものについ

ては、食品衛生関係法令を所管する関係機関と連携し、立入調査を行うなどして

違反等の再発防止に努めました。

苦情・相談の件数は１件（異臭：１件）でした。

■食品１１０番受付件数
処 理 件 数

受付件数 当 所 他保健所へ通報
１ ０

（４）食中毒の発生状況

平成２２年度、管内においては２件の食中毒事件が発生しました。

いずれも家庭における毒キノコを原因とする食中毒でした。

■食中毒の発生件数
年 度 １８ １９ ２０ ２１ ２２
発生件数 ０ ２ １ １ ２

（５）調理師・製菓衛生師試験

■管内受験者の状況
受験者数 合格者 合 格 率

調理師試験 ５９ ４８ ８１．３ ％
製菓衛生師試験 ４ １ ２５．０ ％

Ⅴ－５） 人と動物の調和ある共生

「狂犬病予防法」及び「犬による危害の防止に関する条例」に基づき畜犬登録及び狂

犬病予防注射事業の推進指導並びに放置犬等に対する指導取り締まりを実施しました。

また 「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、動物愛護ボランティア育成事、

業、小学校への獣医師派遣事業、飼い犬のしつけ方教室及び動物の譲渡事業を実施し、

動物の愛護と適正飼養の普及啓発を図りました。

１ 管内の畜犬登録及び狂犬病予防注射の実施状況

（根拠）狂犬病予防法

平成２２年度における管内の畜犬登録及び狂犬病予防注射の実施状況は、下表

のとおりです。
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（参照資料編 表47）

２ 犬に関する苦情処理状況等

（根拠）犬による危害の防止に関する条例

。 、平成２２年度の犬に関する不適正飼養等の苦情件数は234件でした 主な内容は

放浪犬・迷い犬・放し飼いなどによるもので、全体の約79％（185件)を占めていま

す。

、 、 、 。また 近年 鳴き声の苦情が増加傾向を示し 全体の約14.1％(33件)になります

（参照資料編 表48,49）

３ 飼い犬のしつけ方教室

（根拠）飼い犬等のしつけ方教室実施要領

人と動物の共生に必要な基本的マナーを習得してもらうため、教室受講希望者を

対象に、学科講習及び実技講習の２部構成による「飼い犬等のしつけ方教室」を実

施しました。

なお、平成２２年度の実施状況は次のとおりです。

区 分 回 数 受講者数

学 科 ４ ２７名

実 技 ４ ３２名

４ 動物の譲渡事業

（根拠）犬及びねこの譲渡要領

動物の命を尊び、いたずらにその命を奪うことがないように、保健所に収容され

た抑留犬及び引き取り依頼動物の譲渡事業を実施しました。また、譲渡に当たり、

動物愛護思想と適正飼養の知識と技術の普及を図りました。

■譲渡の内訳

成 犬 １４ 頭

子 犬 ２７ 頭

成 猫 ０ 頭

子 猫 １１ 頭

■犬苦情処理件数

区　分

件　数 234

その他

5 2 33 2

 臭  気・
はえ等

野　　犬

70 19

5

区　分

件　数 34 11

捨て犬
家畜・田畑
等の被害

2

脱糞
咬傷等の
危 険 性

迷い犬放し飼い

51

鳴き声 計

放浪犬

■畜犬登録及び狂犬予防注射実施頭数
市町村 総登録頭数 新規登録頭数 死亡届出頭数 注射頭数 注射実施率

白河市 4,338 333 358 3,312 76.3%

西郷村 1,454 104 81 1,064 73.2%

泉崎村 559 36 20 426 76.2%

中島村 496 40 31 338 68.1%

矢吹町 1,428 96 100 1,009 70.7%

棚倉町 916 77 72 757 82.6%

矢祭町 550 32 36 471 85.6%

塙  町 694 38 54 524 75.5%

鮫川村 439 25 35 300 68.3%

平成23年3月31日現在
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５ 小学校への獣医師派遣事業

（根拠）小学校への獣医師派遣事業実施要領

幼少期から動物を愛護する気風を醸成し、生命尊重や友愛などの情操の涵養

を図るため、保健所の獣医師を小学校へ派遣し、動物の飼い方の指導や動物と

の触れ合い等の体験型授業を実施しました。

■獣医師派遣実施状況

派遣学校数 受講者数 協力者数※

１５校 ５２１名 ３６名

※ 動物愛護ボランティア２９名及び獣医師７名

６ 動物取扱業における動物適正管理対策

（根拠）動物愛護管理対策事務取扱要領

動物取扱施設等における動物の健康及び安全を保持するとともに、周辺の生活環

境の保全を図るため、動物取扱業者の立入指導を実施しました。

平成２３年３月３１日現在■動物取扱業施設監視件数

Ⅴ－６） 健康危機管理の強化

Ⅴ－６）－ア 災害時医療体制の充実

１ 災害時の救急連絡網の作成・配布

（根拠）福島県災害救急医療マニュアル及び福島県災害救急医療システムネットワー

ク整備実施要領

災害が発生した場合に、初動期における医療救護活動が、迅速かつ的確に行われ

るよう、関係機関の連絡先一覧表を作成し、関係機関へ配布しています。

２ 災害時用の医療資機材の保管管理

（根拠）福島県災害救急医療マニュアル

医療資機材を保管管理するとともに、災害時に必要に応じて調達を行う体制を整

備しています。

３ 災害時医薬品等備蓄供給体制の整備

（根拠）福島県災害救急医療マニュアル及び福島県災害時医薬品供給マニュアル

県南医療圏の医薬品卸売会社と委託契約を締結し、災害発生時には医療機関、救

護所等に対し医薬品を提供できる体制を整備しています。

市町村 販売 保管 貸出 訓練 展示 計

白河市 4 9 1 14
西郷村 4 2 6
泉崎村 1 1
中島村 0
矢吹町 3 1 4
棚倉町 1 2 1 1 5
矢祭町 0
塙  町 1 1
鮫川村 0

計 14 14 1 0 2 31

主な取扱動物等
＜販売＞
犬、猫、ウサギ、ハムス
ター、
インコ、
カメ
＜保管＞
犬、猫
＜展示＞
馬、ﾎﾟﾆｰ、山羊、ウサギ


